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1. はじめに                                          

1.1 印旛沼流域水循環健全化会議の目的 

会議は、水質の改善が顕著でなく、都市化の進展等により治水安全度が低下している印

旛沼の状況を改善するため、中・長期的な観点から、流域の健全な水循環を考慮した印旛

沼の水環境改善策、治水対策を検討する。（健全化会議規約より） 

1.2 今年度の健全化会議の進め方 

 昨年度と同様に、平成 16 年（2004 年）2 月に策定された、「印旛沼流域水循環健全化 緊

急行動計画（中期計画）」を踏まえ、以下の 4 点の通り、会議を進める。 

1. 緊急行動計画で掲げた対策の着実な実施と計画の進捗管理 

2. みためし行動の実施や印旛沼わいわい会議等の開催 

3. 緊急行動計画モニタリングの実施 

4. 健全化計画（長期計画：目標年次平成 42 年（2030 年））の策定に向けた検討 

 

○印旛沼の六者連携                              
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1.3 今年度のスケジュール 
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1.4 印旛沼流域水循環健全化会議の構成 

 印旛沼流域水循環健全化会議は約 40 名の委員により構成されており、その下に治水部会

と水環境部会がある。 

 なお、緊急行動計画策定後、両部会は合同部会として同時に開催している。 

水位・水質・植生合同ワーキング

(1)水位変動・管理水位低下による
効果（水質改善効果、水生植物
への再生）、影響（生態系、利
水等）の把握

(2)水位変動実験の実施、効果・影
響の把握および評価

印旛沼流域水循環健全化計画
（長期計画）

印旛沼流域水循環健全化会議

水環境部会 治水部会

合同部会

み
た
め
し
行
動
ワ
ー
キ
ン
グ

〔
各
み
た
め
し
行
動
の
実
践
、
関
係
機
関
の
調
整
〕

印
旛
沼
わ
い
わ
い
会
議

〔
市
民
と
行
政
が
共
に
参
加
す
る
意
見
交
換
会
〕

印旛沼水質改善技術検討会

行
政
担
当
者
会
議

〔
行
政
の
対
策
実
施
状
況
の
確
認
や
調
整
〕

専
門
家
勉
強
会

〔
長
期
構
想
策
定
に
向
け
た
検
討
〕

印
旛
沼
再
生
行
動
大
会

〔
印
旛
沼
再
生
の
た
め
の
住
民
大
会
〕

目的：
対象：
主体：

期間：

健全化計画の決定・実践
印旛沼を含む流域全体
学識者、流域住民・市民団体、土地改良区、
漁業協同組合、水資源機構、行政
平成13（2001）年10月～

目的：

対象：
主体：
期間：

水質改善対策の検討
水質問題の専門的な議論
主に印旛沼（流域の視点も含む）
学識者、研究機関、行政
平成15（2003）年1月～

水
位
管
理
検
討
ワ
ー
キ
ン
グ

〔
水
収
支
モ
デ
ル
の
構
築
〕

〔
水
位
低
下
等
の
影
響
把
握
〕

水
質
改
善
効
果
検
討
ワ
ー
キ
ン
グ

〔
水
質
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
モ
デ
ル
の
構
築
〕

〔
水
質
形
成
機
構
の
解
明
〕

〔
施
策
の
水
質
改
善
効
果
の
定
量
評
価
〕

植
生
検
討
ワ
ー
キ
ン
グ

〔
植
生
が
水
質
に
及
ぼ
す
影
響
把
握
〕

〔
植
生
再
生
の
方
策
検
討
〕

〔
印
旛
沼
・
流
域
に
お
け
る
生
態
系
の
視
点
の
議
論
〕

成果
報告

市
街
地
・
雨
水
浸
透
系

生
活
系

農
地
系

学
び
系

冬
期
湛
水

生
態
系

企
業
系

印
旛
沼
連
携
プ
ロ
グ
ラ
ム

市
町
村
み
た
め
し

印旛沼水循環健全化 緊急行動計画

水質改善対策 事業計画

内容反映

平成16（2004）年2月 策定

平成19（2007）年度中を目処

策定予定

道路・鉄道
事業

事業
連携
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1.5 印旛沼流域水循環健全化に向けた流れ 

 

 印旛沼流域水循環健全化会議
学識者、市民団体、利水関係者、流域市町村、千葉県、国

印旛沼流域水循環健全化会議
学識者、市民団体、利水関係者、流域市町村、千葉県、国

緊急行動計画の策定 平成16年2月

行
動
計
画
策
定
期
間平成15年度

印旛沼流域の水循環健全化
目標：恵みの沼をふたたび

○遊び、泳げる印旛沼・流域 ○ふるさとの生き物はぐくむ印旛沼・流域
○人が集い、人と共生する印旛沼・流域 ○大雨でも安心できる印旛沼・流域
○良質な飲み水の源、印旛沼・流域

行
動
計
画
み
た
め
し
期
間

平成20年頃

計
画
実
行
期
間

目標年次
緊急行動計画：2010年

（平成22年）
健全化計画：2030年

（平成42年）

計画の実行と展開

みためし行動実践：
浸透対策、生活排水
対策、農地対策等をモ
デル地域で集中実施

平成13年度

みためし行動

行動の継続と展開：
①みためし行動の継続
②市町村によるみため
し行動の展開
③みためし地域から流
域全体への展開

市民・行政の自立的
な取り組みの促進

わいわい会議

5回開催：
主要な河川単位で開
催し活発な意見交換
を図る

会議継続開催：
①市民主体の会議へ
の移行
②市民による印旛沼
将来ビジョンの作成

こ
れ
ま
で

課
題
と
展
開

達
成
目
標

・市民の意見・提案
の計画への反映
・流域全体への計画
行動の周知・展開

健全化会議

①様々な主体の行
動の企画・調整
②施策進捗状況の
確認
③行動計画目標達
成状況の確認
④健全化計画の策
定に向けた議論

健全化計画策定

水質技術検討会

①水質問題の専門
的な議論
②水質改善対策の
立案
③主な検討対策：植
生帯整備（植生再
生）、水位低下・変
動 等

水質改善対策 事業
計画の策定（河川管
理者の実行施策）

流域全体での行動・対策実行流域全体での行動・対策実行

水循環健全化計画策定
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2. 第 12 回委員会での主な指摘事項に対する今後の対応方針           

2.1 指摘と対応 

項目 No. 指摘 事務局の対応 

(1) 
前回の主な指摘

事項と対応 

1-1 流域住民が自ら考え、問題を提案し、行動

するといった、このような問題を継続的に

考えていく組織が必要である。（太田委員）

今回、「（仮称）いんばぬまサポート

センター構想」を提案（後の議事（4）
にて説明） 

(2) 
水質改善技術検

討会からの報告 

2-1 西印旛沼と北印旛沼をつなぐ捷水路が、そ

れぞれの水質に及ぼす影響や、役割を究明

していただきたい。（本橋委員） 

水質改善技術検討会とも十分連携し、

引き続きデータ整理を進め、今後の会

議等で提示する。 

 2-2 窒素やリンの挙動について、沼内の変化は

流域の変化の影響を大きく受ける。沼内の

水質濃度だけではなく流域からの負荷量も

併せて整理した方がよい。（山田委員） 

 

 2-3 ・2 つの実験池での水質の違いは、バイオ

マニピュレーションによる効果である。

これを印旛沼でも実際に実施しようとす

る場合には、諸外国での成功事例等を収

集整理してはいかがか。（山田委員） 
・バイオマニピュレーションは埼玉大学の

浅枝先生がご存じであり、必要があれば

会議で講演いただいてもいいのではない

か。（虫明委員長） 

沼内でのバイオマニピュレーション

までは、これまで検討していないが、

事例収集については、水質改善技術検

討会の中で行っていく。今年度も実験

池での調査を行っており、現在データ

を整理中である。今後水質改善技術検

討会や植生ワーキングで議論する予

定である。 
また、オランダでの実施例も参考にし

ながら、今年度以降、沼内での囲い込

み水位低下工法を試験施工として実

施予定である。（後の議事で説明）こ

れらは、今後の健全化会議でも報告し

たい。 
講演については、折をみてぜひお願い

したい。 

 2-4 水位低下にあたっては、利水者とも十分調

整・連携をとり、みためし的に下げていく

べきである。（水資源機構 井上委員代理）

関係者の連絡調整会議を開催する等

により、連絡・調整を密にしていく。

 2-5 湖岸への植生帯設置時には、植生内とそれ

以外の水域では水質の差が出るはずであ

り、湖岸から人の目に見える水質は良くな

ると考えられる。（山田委員） 

湖岸付近の水の見た目など、植生帯整

備の直接の効果についても、重要な評

価事項として取り上げる方向で検討

中である。 

 2-6 健全化会議の流域の取り組みと、水質改善

技術検討会の沼内の取り組み・研究などを

連携して行うべきである。（中村委員） 

相互に検討結果を報告する、また会議

に参加していただく等、より一層連携

を密にしていく。 

 2-7 流域の個性と植生の関係について、どのよ

うになっているのかということも、検討会

の議題の中に入れて、流域対策を検討して

いただきたい。（太田委員） 

水草探検隊などにより流域河川の水

草状況を調査している他、多自然川づ

くりや、ナガエツルノゲイトウの駆除

を進めている。これらの取り組みも含

め、流域の視点、植生も含めた生態系

の視点から取り組んでいく。 
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項目 No. 指摘 事務局の対応 

 2-8 大気起源の窒素も含めて、流域にどれだけ

の負荷が存在するのか等、流域の負荷収支

を把握することが重要である。その上で、

流域対策として河川・環境の他に農水部門

や下水道部門などの流域に関連する部局

や、各市町村がいかに実行していくかが重

要である。（虫明委員長） 

これまでの現地調査結果や今回実施

した対策把握調査を整理する等によ

り、流域からの排出汚濁負荷量を整理

する。また、県の農林水産部局、下水

道課を始め関係部局や、市町村などの

実施主体と連携を強化しつつ、対策調

査結果を踏まえて今後個別ヒアリン

グ等を行うことで、対策の実効性を高

める。 

(3) 
目標達成状況の

評価 

 （指摘なし） － 
（継続して検討を進めている） 

(4) 
今後の進め方 

4-1 県では生物多様性の戦略を検討している。

印旛沼流域の将来像、特に谷津田や土地利

用、農業について、この印旛沼のプロジェ

クトの中で描いてほしい。（中村委員） 

(5) 
その他 

5-1 千葉県の県土整備部でやられているグラン

ドデザインの中で、印旛沼を中心とした流

域のあり方を、具体的な数字も含め考えて

いく必要があるのではないか。特に、谷津

田の水源地での水質浄化は非常に重要であ

ることは分かっているので、その保全を明

確に位置づけていただきたい。（中村委員）

印旛沼の将来像を文章だけで書くの

ではなく、目標の定量化とともに、あ

る程度のグランドデザインを一般の

方でもわかりやすいイメージ図で提

示する。また、8 つの重点対策群の中

に、谷津の保全を位置づけている。 
（後の議事（2）にて説明） 

 5-2 湖沼水質保全計画、健全化計画の関係につ

いて文書に残してはいかがか。（金山委員）

文書を作成した。本資料の 12 ページ

に添付する。また、先の行政担当者会

議（11/6）でも配付し、説明を行った。

 5-3 流域全体の組織的な取り組みを推進するた

め、県の教育委員会にも委員になっていた

だくなど、積極的な働きかけをお願いした

い。（太田委員） 

健全化計画(案)の主要な取り組みの一

つに環境教育を取り上げている。県教

育委員会に対して健全化会議への参

加を打診中であり、学び系の出前講座

等の取り組みの中でも参加を呼びか

ける。また、11 月には啓発パンフレッ

トを流域全小中学校に市町村を通じ

て配布した（約 10 万部）。 

 5-4 流域住民や企業の各自の努力を点数化して

評価すると各自の取り組みがわかりやすく

なる。認証制度等インセンティブを与える

ような仕組みを考えてみてはどうか。（山

田委員） 

計画の実効性を高めていく上で重要

なことと考える。計画のフォローアッ

プ体制をどうするか（No.1-1）と合わ

せて検討する。 

 5-5 健全化計画を実効性のある計画にするため

に、事務局のメンバーを追加することも検

討いただきたい。（虫明委員長） 

より広く対策を考えていくため、関係

部局に対策の検討を呼びかける。ま

た、農林部局での関係課を部会委員に

加えて強化する。 
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2.2 第 12 回委員会議事要旨 

 
日時：2007 年 6 月 8 日（金） 14：00～17：30 
場所：千葉県印旛沼下水道事務所 

出席者：別紙 

(1)  議事概要 
1) 議事次第 

・ 前回での主な指摘事項と対応方針 
・ 水質改善技術検討会からの報告 

 水質形成機構 
 植生再生（実験＆整備） 
 水位変動実験 
 各種の浄化手法 

・ 緊急行動計画の進捗状況と課題 
・ 今後に向けて 
・ その他関連事項 

2) 配付資料 
・ 議事次第 
・ 印旛沼流域水循環健全化会議 第 12 回委員会 資料 
・ 印旛沼水質改善技術検討会 検討の経緯と概要 
・ いんば沼 第 28 号（財団法人印旛沼環境基金） 
・ パンフレット「みんなの力で印旛沼を再生しよう！」 
・ 印旛沼流域水循環健全化会議 2006 年度年次報告書 
・ 印旛沼わいわい会議 in ふなばし・なりた 平成 18 年度開催報告書 概要版 

3) 虫明委員長挨拶 
・ 今回は水質改善技術検討会の検討会を中心に報告させていただく。 
・ 印旛沼内の水質改善事業だけでは大幅な水質改善が果たせないことがわかった。 
・ 今後、流域対策の重要性が増すことになる。下水道、浄化槽、その他の取り組みを、市

民、NPO とともに進めていく必要がある。 
・ 流域対策はどの流域でも苦労しており、現状維持がやっとである。 
・ 印旛沼が日本・世界の先進事例となるべきである。 

 
(2)  協議事項 
1) 前回の主な指摘事項と対応 

・ 流域住民が主体性を持つように意識を変えていかないと、流域の問題は解決しない。自

ら考え、問題を提案し、行動するようにし向ける必要がある。継続的にこのような問題

を考えていく組織が必要である。（太田委員） 
・ 市民だけではなく、市町村の担当の方も積極的に関与していただきたい。県や市民の担

当だけではなく、市町村の担当にも「熱心家」が出てくることが望ましい。（虫明委員

長） 
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2) 水質改善技術検討会からの報告 
A) 水質形成機構 
・ COD、リン、汚れという表現が混在している。どこに焦点を当てているかわかりにくい。

（本橋） 
⇒わかりやすく伝えるためによごれという言葉を用いた。（事務局 林） 

・ 底泥からリンの溶出の影響が大きいという報告があったが、手賀沼では 75cm 付近で水温

躍層ができており、底泥からの溶出は植物プランクトンの増殖に寄与しない。（本橋委

員） 
⇒印旛沼では水温躍層は確認されていない。風による底質の巻き上げがあるため、底泥中

の栄養塩が供給されることはあるが、底泥からの溶出については、溶出速度等の観測から

その影響は大きくない。（事務局 湯浅） 
・ 今回報告の内容は、技術検討会で検討された内容なのか、それとも河川環境課としての

考えか。（本橋委員） 
⇒技術検討会で検討した結果を河川環境課でとりまとめたものである。（事務局 林） 

・ 今回のデータは、第 5 期印旛沼湖沼水質保全計画の策定時のデータと整合が取れている

のか。（本橋委員） 
⇒リンの排出負荷量等のデータは整合が取れている。（事務局 日浦） 

・ 西印旛沼と北印旛沼をつなぐ捷水路が、それぞれの水質に及ぼす影響や、役割を究明し

ていただきたい。（本橋委員） 
⇒北印旛沼の水質が悪化傾向にある。指摘の点も踏まえて検討したい。（事務局 林） 

・ 「窒素やリンの消費」で、クロロフィル a が 300μg/L と高いが、恒常的な状況なのか（利

根川下流河川事務所 二階堂委員） 
⇒200μg/L を超えることはまれである。（事務局 湯浅） 

・ 沼内の窒素・リンの増加と、利根川水系の窒素・リンの増加との関係はあるか。（太田

委員） 
⇒流域からの流入は 4 億トン、一方利根川から 3000 万トン程度の水を揚水しており、その

分の影響はある。（利根下流 二階堂委員） 
・ 窒素やリンの挙動について、沼内の変化は流域の変化の影響を大きく受ける。沼内の水

質濃度だけではなく流域からの負荷量も併せて整理した方がよい。（山田委員） 
⇒今後そのように整理する。（事務局 林） 

B) 植生再生 
・ なぜ沈水植物でなければならないのか、他の植物では駄目なのか。今の印旛沼の水質現

状から見て、沈水植物を回復するのが一番早い方法なのか、それとも他の植物を使った

ほうが良いのかについて検討したのか。（本橋委員） 
⇒最終的なゴールとして沈水植物をターゲットとしているが、抽水植物や浮葉植物も、い

ろいろな植物群落の基盤になるエコトーンの再生ということも明確な目標においている。

（事務局 林） 
・ 検討いただいているメンバーや検討している組織も紹介いただきたい。（虫明委員長） 
・ 実験池での発芽実験は、バイオマニュピュレーションによる効果である。これを印旛沼

でも実際に実施しようとする場合には、諸外国での成功事例等を収集整理してはいかが

か。（山田委員） 
⇒オランダでは、囲い込み水域による水位低下の取り組みを実施しており、今年度印旛沼
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で似た内容の実験を実施する予定であり、今後報告したいと考えている。（事務局 林） 
⇒埼玉大学の浅枝先生がよくご存じなので、必要があれば会議で講演いただいてもいいの

ではないか。（虫明委員長） 
・ 水深 0.5～1m の水深で植生発芽実験を行うとしているが、実際の沼の水深と比べて浅い

と思うが、その水深設定をどのように考えているのか。（利根川水系土地改良調査事務

所 上潟口委員） 
⇒透明度の関係から、日の光が届くよう発芽の確実性を狙いたいため、今年度はこの水深

を設定している。（事務局 鈴木） 
C) 水位変動 
・ 4 月 15 日に水位を上げるのであれば、せっかく発芽した植物がダメージを受ける。また

秋は植物の分けつの時期であり、水位を下げると影響を受ける。水位変動実験のねらい

はどこにあるのか。（本橋委員） 
⇒春期は指摘の通りであるが、本年度は農業の影響を考えて実験案の通りとした。（事務

局 林） 
・ 水位を下げてエコトーンを再現しようとする場合、昔の印旛沼の勾配に応じた形で勾配

をつくるのか。（本橋委員） 
⇒エコトーンの勾配を人為的につけるのではなく、水位を下げることによって、今の沼底

の自然な勾配を水面に出すことを考えている。（事務局 林） 
・ 水位低下にあたっては、利水者とも十分調整・連携をとり、みためし的に下げていくべ

きである。（水機構 井上委員代理） 
⇒指摘の通りである。取水口の位置変更・水利権の変更なども視野に入れる可能性もある。

しかし、そのためには、十分な調整は必要である。（虫明委員長） 
D) 各種の浄化手法 
・ 水生植物の植生帯によって、COD や窒素、リンの改善効果はどの程度なのか。（金山委

員） 
⇒水質改善の効果は後で説明するが、改善効果が目に見えるためには、かなりの量の植生

を再生する必要である。2030 年までじっくり取り組んでいきたい。（事務局 林） 
・ クロロフィル a を下げるのであれば、窒素、リンの対策が中心となる。浚渫や水位低下な

どでどの程度窒素、リンが下がるのか、提示いただきたい。（本橋委員） 
⇒窒素、リンをなど様々な水質項目についてもシミュレーションしており、必要があれば

提示できる。（事務局 林） 
・ 新川の浚渫による効果を提示いただきたい。（本橋委員） 

⇒パワーポイント Sheet54 で浚渫効果を提示ししている。（事務局 林） 
・ 湖岸への植生帯設置時には、植生内の水質とその他の水域部分では水質の差が出るはず

であり、湖岸から人の目に見える水質は良くなると考えられる。（山田委員） 
⇒植生帯を整備した箇所はきれいになる。沼の中心まではいかないという結果になってい

る。（事務局 林） 
E) その他 
・ 水質だけではなく、生態系の点にまで踏み込んで検討していると考えておられる。検討

会の名称の変更も考えてはどうか。また、健全化会議の流域の取り組みと、検討会の沼

内の取り組み・研究などを連携して行うべきである。（中村委員） 
⇒水質改善技術検討会は、当初は河川事業を中心にした技術検討として、きわめて限定的
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な議論からスタートしたが、途中から生態系の視点も加わり、また今後流域対策を含め

た議論を行うことになる。（虫明委員長） 
・ 流域の個性と植生の関係について、どのようになっているのかということも、検討会の

議題の中に入れて、流域対策を検討していただきたい。（太田委員） 
⇒大気起源の窒素も含めて、流域にどれだけの負荷が存在するのか等、流域の負荷収支を

把握することが重要である。その上で、流域対策として河川・環境の他に農水部門や下

水道部門などの流域に関連する部局と、そして各市町村がいかに実行していくかが重要

である。（虫明委員長） 
 

3) 目標達成状況の評価 
（特になし） 
 

4) 今後の進め方 
・ 県では生物多様性の戦略を検討している。印旛沼流域の将来像、特に谷津田や土地利用、

農業について、この印旛沼のプロジェクトの中で描いていっていただきたい。（中村委

員） 
⇒将来像をイメージ図でわかりやすく提示していきたいと考えている。（事務局 林） 
 

5) その他 
・ 利根川河川整備計画の現状をきかせていただきたい。（土地改良区 清水委員） 
⇒基本方針を策定し、流域住民の方の話を聞くため、2～3 月に公聴会を開催した。全体で

約 500 の意見が出たが、これへの対応方針は現在とりまとめ中である。印旛沼放水路に

関しては、施設等まで踏み込んだ内容は検討中のため整備計画には掲載されない可能性

がある。水質関係に関しては、健全化会議の議論・資料も参考に検討を進め、また報告

させていただく。（利根川下流河川事務所 二階堂委員） 
・ 印旛沼わいわい会議、連携プログラムの状況はどうなっているのか。（金山委員） 
⇒わいわい会議については、6 月 5 日に準備会を開催し、11 月上旬の開催に向けて検討を

進めている。（事務局 川瀬） 
⇒印旛沼連携プログラムについては、今年度から本格的に取り組みを行っている。今年度

合意に至ったケースはまだないが、市町村などに問い合わせはいくつかある。今後も努

力を継続したい。（事務局 木村） 
・ 水質保全計画、健全化計画の関係についての文書を求めたが、回答いただいていない。

いろいろな場面で同様な質問が出ると考えられるため、文書に残してはいかがか。（金

山委員） 
⇒文書はあるので後日提示させていただく。（事務局 林） 
⇒健全化計画は湖沼水質保全計画のマスタープラン的位置づけであり、また湖沼水質保全

計画は法定計画であるが、湖沼水質保全計画の策定時に委員会において連携することは

確認している。（虫明委員長） 
⇒私は理解しているので文書は不要である。市町村の担当に理解いただきたいし、そのた

めに文書を使っていただきたい。（金山委員） 
・ 外来種対策について状況を教えていただきたい。文書で回答を求めたが、回答いただい

ていない。（金山委員） 
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⇒年内に動物の基本方針を策定する予定である。また印旛沼に関しては、カミツキガメに

ついては、今年度本格的に防除に取り組むこととなっている。（自然保護課） 
⇒印旛地域整備センターには草刈りの費用はあるのだが、沼岸にあるナガエツルノゲイト

ウは我々NPO が刈るなどの、連携がまだ行われていない。早く方針を作っていただきた

い。（金山委員） 
⇒ナガエツルノゲイトウについては下手にいじると拡散するという恐れがあるので、慎重

に検討しながら対策を進めることを考えている。（事務局 林） 
・ 千葉県の県土整備部でやられているグランドデザインの中で、印旛沼を中心とした流域

のあり方を、具体的な数字も含め考えていく必要があるのではないか。特に、谷津田の

水源地での水質浄化は非常に重要であることは分かっているので、その保全を明確に位

置づけていただきたい。（中村委員） 
⇒健全化計画骨子と構成での「基本理念」で、印旛沼の将来像を文章だけで書くのではな

く、ある程度グランドデザインを一般の方でもわかるようなわかりやすいイメージ図で

提示したいと考えている。（事務局 林） 
・ 環境教育に取り組むため、北総教育事務所の教育主事に委員になっていただいているが、

流域全体の組織的な取り組みを推進するため、県の教育委員会の指導主事にも委員にな

っていただくなど、積極的な働きかけをお願いしたい。（太田委員） 

⇒健全化計画の主要な取り組みの一つに環境教育を取り上げ、またパンフレットを全小中

学校に配布するなど、取り組みを進めていく。（事務局 林） 
⇒学校では何かを取り入れようとすると何かをやめないといけない状況である。何かをや

めて何かを重点的に取り組むことは難しい。（山田委員） 
⇒県の教育委員会をメンバーに追加することについては、検討いただきたい。（虫明委員

長） 
⇒みためし学び系の中で、教員の夏期研修を実施することを計画中である。湧水の見学、

指導手引きの解説等を予定している。（事務局 千勝） 
・ 流域住民や企業の各自の努力を点数化して評価すると、各自の取り組みがわかりやすい。

浸透マスを設置し流出高を 30mm 下げたら 30 点という評価や、また 30mm 浸透させた事

業所は認証してインセンティブを与えるなど、そのような仕組みを考えてみてはどうか。

（山田委員） 
・ 健全化計画を実効性のある計画にするために、事務局のメンバーを追加することも検討

いただきたい。（虫明委員長） 
 

－ 以上 － 
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湖沼水質保全計画と緊急行動計画の関係について 

○ 湖沼水質保全計画は湖沼法に基づき作成される法定計画であり、下図に示すとおり水

質を管理するための規制及び水環境改善策が、その主たる内容です。この計画は、概

ね 5 年サイクルで見直すこととなっており、現在、手賀沼及び印旛沼では、第 5 期の

湖沼水質保全計画（H18～H22）を策定し、水質改善に努めています。 
○ 一方、緊急行動計画は、印旛沼における治水及び水環境改善策がその主たる内容です

が、当面できることを効率的かつ集中的に実行する事業計画であり、千葉県の任意の

計画です。この緊急行動計画は、平成 22 年度を目標に各種施策を実施していますが、

現在、長期計画（2030 年度目標）の策定に向けた作業を進めているところです。 

下図に示すとおり、両計画は水環境改善策について関係機関や関係者と情報を共有し

ながら連携して進めており、互いに整合を取りながら、作業を行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

「緊急行動計画」と「湖沼水質保全計画」の相関図 

「緊急行動計画」と「湖沼水質保全計画」の対比表 

河
川
事
業

水
環
境
改
善

規
制

緊急行動計画 第 5 期湖沼水質保全計画

河道整備（鹿島川・高崎川） 
水位変動実験 

下水道整備 
農業集落排水施設の整備 
合併処理浄化槽の普及促進 
家畜排泄物処理施設 
植生帯整備 
流域貯留・浸透・流出抑制対策

工場・事業場排水規制 
生活排水対策規制 
畜産業管理の適正化 

第5期印旛沼に係る湖沼水質保全計画

策定主体 千葉県

検討方法
印旛沼に係る湖沼水質保全計画策定委員会（堀田委員
長）で議論

事務局 千葉県水質保全課

策定年 2007年3月

・遊び、泳げる印旛沼流域

・人が集い、人と共生する印旛沼・流域

・ふるさとの生き物はぐくむ印旛沼・流域

計画目標 平成42年（2030年）

計画期間 平成18年～平成22年（2006年～2010年）

COD（平均値）　7.5mg/L

COD（75%値）　8.9mg/L

全窒素（平均値）　2.7mg/L

全りん（平均値）　0.10mg/L

印旛沼流域水循環健全化緊急行動計画

・遊び、泳げる印旛沼流域

・人が集い、人と共生する印旛沼・流域

・ふるさとの生き物はぐくむ印旛沼・流域

・大雨でも安心できる印旛沼・流域

平成16年～平成22年（2004年～2010年）

COD　8mg/L

平成42年（2030年）

岸から沼底が見える

アオコの発生を少なくする

湧水量の増加

利用者数の増加

千葉県

印旛沼流域水循環健全化会議（虫明委員長）で議論

千葉県河川計画課、水質保全課

目標・
長期ビジョ
ン

目標値

2004年2月

印旛沼の浮葉植物群落の再生

在来生物種の保全

10年に1度の大雨でも安全
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3.健全化計画（長期計画）策定に向けて 

3.1 骨子と構成 

 
 

1.基本理念 

 
 

2.目標および 
目標評価指標 

 
 

3.印旛沼方式 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.対策 

5.役割分担 

 
6.計画の 
見直し 

緊急行動計画の基本理念「恵みの沼を再び」は踏襲する。 
（将来像については、イメージ図でも提示する。） 

目標 
① 遊び、泳げる印旛沼・流域 
② 人が集い、人と共生する印旛沼・流域 
③ ふるさとの生き物はぐくむ印旛沼・流域

④ 大雨でも安心できる印旛沼・流域 
⑤ 良質な飲み水の源、印旛沼･流域 

目標評価指標（現在検討中） 
【評価指標】 

クロロフィル a、COD、2-MIB、トリハロメタン生成能 
【身近な成果指標】 

アオコ発生、清澄性、におい、湧水量（沼）、湧水量（流

域）、湧水水質、生き物、利用者数、水害安全度 
【モニタリング指標】 

TN、TP、TOC、ダイオキシン類、…… 

 対策見直しの観点 

目標を達成するために必要な対策を抽出するが、緊急行動計画の対策メニューを、必要に

応じて見直しを行い、次年度に決定する。（次ページに現時点の対策メニュー案を示す） 
① 目標の実現性 
② 緊急行動計画における 3 年間の成果および課題の反映 
③ 市民、専門家、行政の意見の反映 

 
 重点的に進める対策 

① 雨水を地下に浸透させます 

② 家庭から出る水の汚れを減らします 

③ 環境にやさしい農業を推進します 

④ 湧水と谷津田・里山を保全･再生し、ふるさとの生き物を育みます 

⑤ 水害から町や交通機関を守ります 

⑥ かつてあった水草を再生します 

⑦ 環境に配慮した水位管理を図ります 

⑧ 環境学習、流域市民の自主的な行動を促進させます 

 

 その他の対策 

（検討中） 

実施する対策について、今後、役割分担を決める。 

・ 2030 年までを 1 期 5 年の 5 期に分割し、各期で行動計画を定める。 
・ 毎年、目標および目標評価指標、対策目標量の達成状況を確認し、目標達成が不十分であれ

ば対策を見直す。 
・ 5 年を目処に、計画を見直し、次期行動計画に反映する。 

１．水循環の視点、流域の視点で総合的に解決する計画 
２．印旛沼の地域特性に即した計画 
３．みためし計画 
４．住民と行政が共に進める計画 
５．行政間の相互連携による計画 

印
旛
沼
流
域
水
循
環
健
全
化
計
画
（
仮
称
）
の
構
成 

印旛沼流域水循環健全化計画(仮称) 骨子と構成

印旛沼と 
流域住民の関わり 

印旛沼における 
現状の課題 

印旛沼再生 
取組みの必要性 

背
景 

かつて、人々は印旛沼に畏敬の念を持って印旛沼に接し、印旛沼文化というべき独特の生活文化を形成

するなど印旛沼より豊かな恵みを受けてきた。 

しかし、都市化や経済社会活動の影響などにより、水質汚濁が進み、水道水源である湖沼としては全国水質

ワーストワンになっており、多くの在来動植物が消滅し、外来種が侵入するなど、自然環境も年々悪化して

いる。住宅開発などの急激な土地利用の変化から洪水流量が増加し、流域で水害被害も発生している。 

印旛沼とともに末永く生きるために、印旛沼に関わるすべての住民･企業･行政はそれぞれの役割を認識

し、協働して印旛沼の再生のために取り組んでいく必要がある。 

 
緊急行動計画 

・2004 年 2 月策定 
・当面できることを効率的かつ集中的に実行していくこととしている。 
・策定後 3 年が経過した。 
・長期的な視点、市民との連携の視点が不足している。 

背
景 

青字：緊急行動計画から修正、追加した点 
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印旛沼流域水循環健全化　対策メニュー案

No.

緊急
行動
計画
のNo.

優
先
実
施

実
施

今
後
検
討

住
宅
地

農
地
・
自
然
地

流
入
河
川

印
旛
沼

流
域
全
体

国
・
県

水
資
源
機
構

市
町
村

N
P
O
等

流
域
住
民

事
業
者

河
川

環
境

農
林

下
水
道

上
水

道
路

都
市

水
量

水
質

生
態
系

親
水

治
水

湖
沼
計
画

整
備
計
画

独
自
施
策

1 1 新規開発宅地の浸透化 ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ △ ○ 法令等による規制も含む

2 2 各戸貯留・浸透施設の整備 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ △ △ ○ 雨水浸透マス・トレンチの整備等下水道の雨水管に負荷を与えないための対策

3 各戸貯留・浸透施設の維持管理 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ △ ○

4 3 透水性舗装の整備 ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ △ △ ○ 車道では重金属等による地下水汚染が懸念されるため、歩道・駐車場において整備

5 調整池への浸透機能等追加改修 ○ ○ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 地表面に浸透させ水の源である「湧水の復活」を目指します。

6 4 浸透機能を持った貯留施設の設置 ○ ○ ○ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 下水道の雨水管に負荷を与えないための対策

7 5 市街地・住宅地の緑化 ○ ○ ○ ○ ◎ ◎ ○ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 住宅地・市街地における街路樹・公園の拡充など

8 6 森林・斜面林の保全 ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○

9 7 農地・生産緑地の保全 ○ ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 生産緑地：市街化区域内の法律で規定された農地（500m2以上）

10 8 家庭・事業所の敷地内緑化 ○ ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 各家庭や事業所の敷地内で緑化を進める

11 9 谷津の保全 ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 谷津ミュージアム構想等、谷津田米のブランド化

12 10 湧水の保全・利用 ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○

13 11 揚水量の削減 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ 上水、農水、工水用途等

14 12 地下水使用量の規制 ○ ○ ○ ◎ ◎ ○ ○ △ ○

15 13 下水道の整備 ○ ○ ○ ◎ ◎ ○ ○ ○

16 14 下水道への接続 ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ △ ○

17 15 農業集落排水施設の整備 ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○

18 16 合併処理浄化槽への転換 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ 単独浄化槽、し尿処理、自家処理等の家庭が対象

19 17 高度処理型合併処理浄化槽の導入 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ 窒素・リンの除去が可能な浄化槽の導入

20 18 浄化槽の適正管理の強化 ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ 浄化槽の機能維持

21 19 家庭における生活雑排水負荷の削減 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○

22 20 家畜排せつ物処理施設の設置 ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○

23 21 畜産堆肥野積みの禁止 ○ ○ ○ ○ ◎ ◎ ○ ○ ○ 堆肥からの降雨時汚濁負荷流出抑制

24 22 廃棄物・残土処分場の適正管理 ○ ○ ○ ○ ◎ ◎ ○ ○ ○

25 23 事業所排水等の規制指導強化 ○ ○ ○ ◎ ◎ ○ ○ △ ○

26 総量規制の導入 ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○

27 排出権取引の導入 ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

28 24 河川・水路を利用した植生浄化 ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ △ ○

29 調整池における植生浄化 ○ ○ ○ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○

30 25 休耕田を利用した植生浄化 ○ ○ ○ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○

31 26 多自然川づくり ○ ○ ○ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○

32 農業用水路の土羽化 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

33 河道植生の保全・復元 ○ ○ ○ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○

34 27 河川浄化施設の設置 ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○

35 排水路浄化施設の設置 ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ 農業用排水路や都市排水路等流量が比較的少ない水路における浄化施設を想定

ル）河川内堆積負荷の削減 36 28 河川内汚泥の浚渫 ○ ○ ○ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○

37 29 ゴミ清掃 ○ ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 流域全体の自然保護・愛護の実施

38 30 植生の草刈り ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ △ ○

39 31 不法投棄対策 ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 監視や通報制度、協議会の活用、搬入阻止

40 32 水質事故の監視体制強化 ○ ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○

41 排水路への流入点付近に沈殿槽設置 ○ ○ ○ ◎ ◎ ○ ○ △ ○ ファーストフラッシュの沼への流入抑制

42 33 調整池の清掃 ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ○ ○ △ ○ 調整池に貯まった汚濁負荷の流出対策

43 34 路面・側溝等の清掃 ○ ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ △ ○

44 調整池を活用した負荷削減 ○ ○ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○

※ ※ 各戸貯留・浸透施設の設置 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ △ △ ○ 流出抑制が負荷量削減につながる

※ ※ 透水性舗装の整備 ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ △ ○ 重金属等による地下水汚染を防ぐため、歩道・駐車場を中心に実施

45 雨水排水課税 ○ ○ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ 家庭からの雨水排水量に応じて課税、ドイツなどで事例

46 35,38 環境保全型農業の推進 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ △ ○ 千葉県では「環境に優しい農業推進対策」を実施、ちばエコ農業、適正施肥、エコファーマー

47 湧水の稲作用水への利用の促進 ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ △ ○ 窒素分の多い湧水を水田に取り込み浄化する

48 水田用水の田越し利用の促進 ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ △ ○ 谷津田での掛け流しによる農水使用量および排出負荷量の削減

49 36 循環かんがい施設の整備 ○ ○ ○ ◎ ◎ ○ ○ ○ △ ○ 揚水機場による用水反復利用により水田群の浄化機能を増進する。

50 37 農業排水路の管理・整備 ○ ○ ○ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 植生帯整備、浚渫等管理により農業排水路の水質浄化機能を増進する

ヨ） 森林系負荷の削減 51 39 間伐・枝打ち・下草刈りの推進 ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 森林を適正に管理し、森林の保水・浄化機能を維持する

52 浄化用水の導入 ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ コスト面他を検討する必要がある。

53 40 大和田機場運転による流動化 ○ ○ ○ ◎ ◎ ○ ○ △ ○

54 41 底泥浚渫 ○ ○ ◎ ○ ○ ○ △ ○ ○ コスト面他を検討する必要がある。

55 アオコ回収 ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○

56 水生植物冬季刈り取り ○ ○ ◎ ◎ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ 枯死した水生植物からの栄養塩の再溶出を防ぐ

57 モク取りの復活 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ モクとは水藻のことで、かつて肥料として利用されていた

58 42 植生帯の設置 ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

59 42 水生植物の保全・復元 ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○

※ ※ ゴミ清掃 ○ ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 流域全体の自然保護・愛護の実施

※ ※ 不法投棄対策 ○ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 監視や通報制度、協議会の活用、搬入阻止策

※ ※ 水質事故の監視体制強化 ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ネ） 環境に配慮した水位管理 60 水位変動 ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 水深減による沼底湧水増加、水質改善、水草再生も期待できる

ナ）その他の施策 61 河口域における汚濁拡散防止施設の設置 ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ 河口域を堀込んで湿地を造成し、降雨時の濁質を沈降除去する。手賀沼の大掘川河口の施設をイメージ

※ ※ 森林・斜面林の保全 ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○

※ ※ 谷津の保全 ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 谷津ミュージアム構想等、谷津田米のブランド化

62 崖線回廊の保全 ○ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 湧水箇所である崖線を回廊状に保全し、生態系ネットワークを復元する

※ ※ 湧水の保全・利用 ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○

63 遊休農地対策 ○ ○ ◎ ◎ ○ ○ ○

64 竹林の伐採 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

※ ※ ゴミ清掃 ○ ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○

※ ※ 不法投棄対策 ○ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 監視や通報制度、協議会の活用、搬入阻止策

※ ※ 植生帯の設置 ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

※ ※ 水生植物の保全・復元 ○ ○ ○ ◎ ○ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○

※ 水位変動 ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○

65 43 ビオトープ・湿地帯の整備 ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○

※ 農業用水路の土羽化 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

66 堰の撤去 ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○

67 魚道等の設置 ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○

68 沼固有植生種子の学校ビオトープ等での保存 ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 印旛沼の水質改善後、水生植物復活に用いる

69 44 外来種の調査・駆除 ○ ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ △ △ ○

※ ※ 水生植物の保全・復元 ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○

70 湖岸堤の緩傾斜化 ○ ○ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○

71 45 親水拠点の整備 ○ ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ △ ○ 谷津ミュージアム、インフォメーションセンター

72 水辺の利用実態調査 ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○

73 46 パンフレット等の作成 ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 水辺アプローチマップ、印旛沼解説パンフレット

74 47 Webサイトによる印旛沼情報の提供 ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ ○ 旧名「印旛沼ホームページの作成」

75 48 看板等による情報提供 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 印旛沼距離標なども含む

76 印旛沼の歴史･水文化の整理 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

77 49 環境家計簿の普及 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ◎ ○ ○ △ ○ 市民の環境意識の向上を図る

78 50 NPOの支援 ○ ○ ○ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ △ ○ 資金面および制度面での支援

79 交流拠点・支援センターの設立 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ NPO同士が交流できるような拠点やセンター（施設）、あるいは新たな組織、NPO

80 51 環境学習教材の作成 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ ○

81 52 学習会、講演会等の開催 ○ ○ ○ ◎ ○ ◎ ◎ ○ ○ ○ △ △ ○

82 53 船上見学会の実施 ○ ○ ○ ◎ ○ ◎ ◎ ○ ○ △ ○

83 教師への支援体制の確立 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 環境教育プログラム、教材ツール等の作成

※ ※ 河川・沼のゴミ清掃 ○ ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 流域全体の自然保護・愛護の実施

※ ※ 看板等による情報提供 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 印旛沼距離標なども含む

84 印旛沼イメージキャラクターの制定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 公募することも考えられる

85 観光客の積極的な誘致 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

86 イベントの開催 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 印旛沼ウォークラリー、マラソン大会の開催を含む

87 54 沼の堤防嵩上げ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○

88 管理水位の低下 ○ ○ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ 利水者との協議・調整が必要（No.52、60とも）

89 長門川の堤防嵩上げ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○

90 55 印旛捷水路の掘削 ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○

91 印旛排水機場の増設 ○ ○ ◎ ○ ○ ○ 排水ポンプの増設・増強

エ） 放流先河川河道整備 92 57 花見川の河道整備 ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○

N 流入河川の治水安全度の向上 テ） 河道整備 93 58 鹿島川・高崎川等の河道整備 ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○

※ ※ 各戸貯留・浸透施設の整備 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ △ △ ○ 家庭における雨水貯留タンク、浸透マス・トレンチ等の設置

※ ※ 透水性舗装の整備 ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ △ △ ○ 重金属等による地下水汚染を防ぐため、歩道・駐車場を中心に実施

※ ※ 浸透機能を持った貯留施設の設置 ○ ○ ○ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○

94 59 調整池の設置 ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○

95 60 畦畔高確保による貯留 ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ 水田の貯水機能を最大限に活用する

P　内水排除 サ）排水機場整備 96 61 沼・河川周辺排水機場の整備・改修 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ 農水省（国営）,県（県営）土地改良区等（団体営）,市町村（流域）

Q 水循環の現状把握 キ） 環境調査の実施 97 62 環境調査の実施 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 沼内の漁種・漁獲高調査なども含む
R 水循環健全化に向けた研究の促進 ユ） 研究の促進 98 63 研究の促進 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 河川水量や水質、湧水などの調査

99 環境税の導入 ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 高知県などで実施

※ 排出権取引の導入 ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 地球温暖化対策では実施

※ 雨水排水課税 ○ ○ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ 家庭からの雨水排水量に応じて課税、ドイツなどで事例

注） 優先度　　優先実施：第１期(2007～2010年)、第２期(2011～2015年)に実施する、実施：第３期以降（2016年以降）での実施を目指す、今後検討：将来的な実施を検討する

※既に実施済の施策（実施状況に○）であっても、施策量や対象地域の拡大を図る必要があるこことから、優先実施～今後検討の印を付けている。

実施主体　◎：施策の実施主体（行政の場合、実施を促進する立場も兼ねる場合がある）、○：実施主体ではないが、実施を促進するまたは実施に関わる

関連計画　湖沼計画：湖沼水質保全計画, 整備計画：印旛沼整備計画, 独自施策：本計画独自の施策,　なお△は計画で言及されているが、中心施策とはなっていない、または施策の観点が本計画とは異なる施策

NPO等とは、NPO、民間団体、漁業協同組合、土地改良区を言う

D　点源負荷
発生量の削減

メ） 経済的措置

Ⅱ
水質
改善

ヰ） 外来種の駆除、在来種の保全

Ⅲ
生態系
保全・
復元

ケ）観光客の誘致

Ⅳ
親水性
向上

K　親水性の向上

Ⅴ
意識
啓発

ウ） 水系連続性の確保

J　印旛沼・流入河川
における生態系の

保全・復元

ム） 水生植物の
保全・復元

Ⅷ
経済的措置 S 経済的措置

ヤ） 環境教育

Ⅶ
調査・研究

M　印旛沼の
治水安全度の向上

O　流域の流出抑制

マ） 河川愛護意識の醸成

Ⅵ
水害被害の

軽減

ア） 流域対策の推進

ノ） 自然水辺の復元

オ） 情報提供

L　人と水の
関わりの強化

フ） 印旛沼の治水容量の確保

コ） 利根川への放流量の増加

ク） 市民活動の支援

対策

ロ） 緑地・自然地
の保全

ハ） 地下水の
適正利用

No.

対策の
主要な
観点

対策のねらい 対策メニュー

イ） 雨水浸透施設
の整備

Ⅰ
平常時
水量
回復

C　地下水の保全

B　自然地の保全
土地利用の適正化

A　地下水涵養量
の確保

ト）負荷総量の削減

備考

主たる実施地域 実施主体 行政部局 施策の効果 関連計画優先度

実
施
状
況

ニ） 下水道整備

ホ） 下水道以外の
生活系負荷対策

ツ） 沼清掃等

カ） 農業系負荷の
削減

ワ） 市街地降雨
流出負荷の削減

ヲ）河川清掃等

ヘ） 産業系負荷
対策

レ） 沼からの負荷削減

タ） 沼の流動化

ソ） 沼内における植生浄化

ヌ） 河川等における
直接浄化

リ） 多自然川づくり

ラ） 緑地・自然地
の保全

I　流域における
生態系の保全・復元

E　河川等に
おける浄化

F　面源負荷
発生量の削減

H　印旛沼の浄化

G　印旛沼の流動化

チ） 河川・水路等における
植生浄化

緑字：緊急行動計画作成時に採用されなかったされた項目
青字：専門家勉強会の意見による追加・修正項目
紫字：その他の追加・修正項目（わいわい会議における提案等）

現時点でのメニュー案であり、今後の議論によって変更となることがある。
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3.2 策定フロー 
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3.3 将来ビジョンのイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.1 将来ビジョン イメージ化による将来ビジョンの共有 

 

将来ビジョン イメージ図は、下図 3.2の通り 3 つのイメージから構成する。 

① 水辺のいきものたち 

② 沼のほとり 

③ 里山の風景 

 

図 3.2 イメージ図の構成 

※    ハッチが今回提示するイメージ図

将来ビジョンの 

イメージ 

イメージ① 
水辺のいきものたち 

イメージ② 
沼のほとり 

イメージ③ 
里山の風景 

 

・印旛沼の将来ビジョン（基本理念や 5 つの目標）を流域の関係者と共有・共感するため、将

来ビジョンをイメージ図で示す。 

・今回提示する将来ビジョンイメージは素案であり、今後、流域の関係者とともにイメージ図

を完成させる。 

2030 年の将来ビジョン 

【基本理念】恵みの沼をふたたび 

【5 つの目標】 
①遊び、泳げる印旛沼・流域 
②人が集い、人と共生する印旛沼・流域 
③ふるさとの生き物はぐくむ印旛沼・流域

④大雨でも安心できる印旛沼・流域 
⑤良質な飲み水の源印旛沼・流域 

将来ビジョン 
イメージ 

流域住民、関係者、行政 

意見 

わかりやすく図化 

ビジョンの 
共有・共感 
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(1) 詳細イメージ図 

①水辺のいきものたち（初夏） 

 

 

・ 沈水植物群落が再生するなど生き物豊かな印旛沼の水辺をイメージした。 
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②沼のほとり（夏） 

 

 

 

 

・ 印旛沼が住民に親しまれ、利用される様子を表す。 

・ 水遊びや釣り、サイクリングなどのレクリエーションでの利用および印旛沼の伝統漁法のグレや周辺

の農地での農作業など生活の場として沼が利用される様子を表した。 
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③里山の風景（夏） 

 

 

 

 

 

・ 流域の代表的風景として、人と共生する里山、谷津田の風景を表した。 

・ 谷津田で作業する農家の人々のほか、谷津に湧き出す湧水を見に来た家族や、斜面林で昆虫採集をして

いる家族など谷津が生活の場、環境学習の場として使われるイメージを表した。 



 
20

3.4 目標評価指標 

(1) 健全化計画における目標および対策の評価指標（案） 

緊急行動計画および水質改善対策事業計画書（案）をふまえ、健全化計画の 5 つの目標の達成を評価する指標（目標評価指標）を設定する。 

さらに、対策実施の進捗を管理することを目的として、8 つの重点対策群ごとに対策実施の評価指標を設定する。

印旛沼流域水循環健全化計画における目標・目標評価指標 

A.目標 
① 遊び、泳げる印旛沼・流域 
② 人が集い、人と共生する印旛沼・流域 
③ ふるさとの生き物はぐくむ印旛沼・流域 
④ 大雨でも安心できる印旛沼・流域 
⑤ 良質な飲み水の源、印旛沼・流域 

B.対策 
■重点的に進める対策（8 つの対策群） 

① 雨水を地下に浸透させます 
② 家庭から出る水の汚れを減らします 
③ 環境にやさしい農業を推進します 
④ 湧水等谷津田・里山を保全・再生し、ふ

るさとの生き物を育みます 
⑤ 水害から町や交通機関を守ります 
⑥ かつてあった水草を再生します 
⑦ 環境に配慮した水位管理を図ります 
⑧ 環境学習、流域市民の自主的な行動を促

進させます 
 
■具体的な対策 
  100 の対策 
 
■実施主体の役割分担（いつ、だれが、どこで、

どのくらい、どのように） 
 健全化計画策定に向けた対策把握調査に基づ

き整理、調整中 

a.目標評価指標 
 ・事務局および関係機関が協力してモニタリングを行い、目標の達成度を確認する。 
a-1 評価指標     a-2 身近な成果指標 

（目標達成を定量的に評価する指標）    （目標達成を定性的に判断する指標） 

b.対策評価指標 
・ 毎年、各実施主体からの対策実施の報告を受け、事務局が整理し、進捗状況を確認する。 
・ 評価指標及びその目標値については、今後各実施主体と協議を行う。 

 
①雨水を地下に浸透させます     ③環境にやさしい農業を推進します  ⑤水害から町や交通機関を守ります  ⑦環境に配慮した水位管理を図ります 
 
 
 
 
                                                      ⑧環境学習、流域市民の自主的な行動 
                                                       を促進します 
 
②家庭からで水の汚れを減らします 
                  ④湧水と谷津田・里山を保全再生し、 ⑥かつてあった水草を再生します 
                   ふるさとの生き物を育みます 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

５
つ
の
目
標
を
達
成

す
る
た
め
の
対
策 

・下水道普及率

・高度処理型合併処理浄化槽の処理人口

・生活雑排水未処理率

・無洗米の普及率

・COD,T-N,T-P排出負荷量

・生活排水対策に取り組む住民数

・ちばエコ農業による耕作面積

・流域内におけるちばエコ農産物の認証件数

・流域内産ちばエコ農産物の販売額

・農薬・化学肥料の使用量

・エコファーマー認証数

・多自然川づくり整備延長

・遊休農地面積

・不法投棄件数

・ナガエツルノゲイトウ駆除面積

・カミツキガメ駆除数

・サンカノゴイ生息数

・在来魚生息種数

・メダカマップ、トンボマップ、水草マップ

・流入河川の河道改修延長

・浸水面積

・鉄道の不通期間、回数

・道路の不通箇所数

・洪水被害額

・水生植物種数

・植生帯整備面積

・復活した水草種数

・植生帯整備箇所における生物種数、水質状況

・水生植物の株分け保全活動の実施箇所数

・水位変動実験の継続実施

・水位低下による湧水増加、植生増加、水質改
善

・印旛沼をテーマとした環境学習実施校数

・印旛沼流域での環境保全に取り組む市民団体
数

・親水拠点数

・印旛沼に関する講演会・学習会等のイベント開
催回数

・印旛沼・流域に対する流域市民の関心度

・利用者数

・印旛沼わいわい会議参加者数

・いんばぬま情報広場のアクセス数

目標評価指標 目標値

利用者数 利用者数の増加

水害安全度 30年に一度の大雨でも安全

・在来生物種の保全
・かつて生息・生育してい
た生物種（特に沈水植物）
の復活
・外来種（特に特定外来生
物）の抑制

生き物

５つの目標

の評価に用

いる

対策の進捗

状況確認に

用いる 

・雨水浸透マス設置基数

・透水性舗装の整備面積

・雨水貯留施設設置量

目標評価指標 目標値

アオコ発生 アオコが発生しないこと

清澄性
岸辺に立って湖底が見える

（透明度1.0ｍ程度）

におい 悪臭がしないこと

湧水量（沼） 湧水の復活

湧水量（流域） 10m3/s

湧水水質（NOx-N） 10mg/L

目標評価指標 目標値

クロロフィル a 年平均 40μg/L

COD 年平均 5mg/L

2-MIB
（カビ臭原因物質） 年最大 0.1μg/L

トリハロメタン生成能 年最大 0.1mg/L
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表 3.1 健全化計画における目標評価指標（案）および設定根拠 
参考値 

目標評価指標 
緊急行

動計画 
目標値 

目標年次：2030（H42）年 印旛沼現況値 過去（干拓前） 
目標値設定根拠および参考値根拠 

クロロフィル a  年平均 40μg/L 年平均 110μg/L 
（10～250μg/L） （不明） 目標値：かつての COD5mg/L 程度の時のクロロフィル a 濃度 

現況値：上水道取水口下地点（西印旛沼）の平成 18 年度の年平均値 

COD ○ 年平均 5mg/L 年平均 8.6mg/L 
（4.8～16mg/L） 

5mg/L 
程度 

目標値：かつての印旛沼の状況（「利根川図誌に出てくる魚類は，コイ・フナ・ナマズ・ウナギであり，いずれ

も水の汚れに強い魚ばかりで，（中略）COD 測定値はないけれども，当時の水質は，たぶん，COD4～5mg/L
程度でなかったかと思われる。」 出典：生きている印旛沼 –民族と自然–（白鳥 孝治著）） 

現況値：上水道取水口下地点（西印旛沼）の平成 18 年度の年平均値 

2-MIB 
（カビ臭原因物質）  年最大 0.1μg/L 11μg/L（H9） 

（最新データを収集中）
（不明） 目標値：千葉県水道局の利根川系浄水場が粉末活性炭最大注入量 100mg/L で除去できる限界値 

現況値：印旛取水場（原水），過去 10 年間の最大値 

(

目
標
達
成
を
定
量
的
に
評
価
す
る
指
標)

評
価
指
標 

トリハロメタン 
生成能 

 年最大 0.1mg/L 
0.150 mg/L 
（H13） 

（最新データを収集中）
（不明） 目標値：河川水質の新しい指標について，国土交通省河川局，2004 年 4 月 

現況値：印旛取水場（原水），過去 10 年間の最大値 

アオコ発生 ○ アオコが発生しないこと 毎年発生 S40 年代以前は 
発生なし 

目標値：親水性，生態系影響から設定 

清澄性 ○ 岸辺に立って湖底が見える 
（透明度 1.0ｍ程度） 

透明度 
年平均 0.5m 
（0.2～0.9m） 

透明度全透 
（平均水深 1m 程度）

目標値：湖岸植生帯整備により，整備箇所近傍で沼底が見えることを目標とした 
現況値：上水道取水口下地点（西印旛沼）の平成 18 年度の年平均値 

におい  悪臭がしないこと においがする （不明） 
目標値：親水性から設定 
現況値：印旛取水場（原水）の臭気観測結果によると，多くの調査日で藻臭，カビ臭，下水臭等の臭気が観測さ

れている 

湧水量（沼）  湧水の復活 水深増大により減少 かなり豊富であったと

想定される 

目標値：水質改善への寄与が考えられるため 
過去値：かつての印旛沼の状況（「漁師の古老は，昭和初期には印旛沼の随所に湧水があり，厳寒期には氷が張

らず，水蒸気が昇っていたとして，その場所をよく記憶している。」 出典：生きている印旛沼 – 民族

と自然– （白鳥 孝治著）） 

湧水量（流域） ○ 10m3/s 6～8m3/s 
（印旛沼への基底流入量）

（不明） 目標値：現状の滞留時間 23～32 日※に対して、20 日程度の滞留時間となる流量を目標として設定 
 ※滞留時間は、千葉県測量による HVA より算出。 

湧水水質（NOx-N） ○ 10mg/L 56 地点中 13 地点で

10mg/L を超過 （不明） 
目標値：水道水質基準 厚生労働省、2003 年 5 月 
現況値：NPO 水環境研究所調査、2005 年の平均値。56 調査地点中 13 地点で 10mg/L を超過しており、超過地点

の平均は 13.7mg/L、最大は 25.4mg/L であった。 

生き物 ○ 

・在来生物種の保全 
・かつて生息・生育していた

生物種（特に沈水植物）の

復活 
・外来種（特に特定外来生物）

の抑制 

【沈水植物】 
絶滅（H18） 

【特定外来生物】 
・ナガエツルノゲイトウ

・カミツキガメ 
・オオクチバス 
・ブルーギル 

 
【沈水植物】 

22 種（S39） 
 
【特定外来生物】 
・なし 

目標値：かつての生物を中心に多様な生態系の保全・創出をめざすため 
現況値：河川環境整備委託（植生調査）報告書（平成 18 年 1 月，千葉県印旛地域整備センター）および河川環境

整備委託（植生調査）報告書（平成 18 年 9 月，千葉県印旛地域整備センター）より 

利用者数 ○ 利用者数の増加 8,545 名 （不明） 
目標値：現況より利用者を増やす 
現況値：印旛沼流域水循環健全化会議 施策把握調査結果より 学習会、講習会等及び船上見学会等の参加者の

合計人数（平成 18 年実績値） 

（
目
標
達
成
を
定
性
的
に
判
断
す
る
指
標
） 

身
近
な
成
果
指
標 

水害安全度 ○ 30 年に一度の大雨でも安全 2 年に 1 回～50 年に 1 回

程度の洪水を安全に流下

2～3 年に 1 回の頻度で

水害が発生 

目標値：手賀沼・印旛沼・根木名川圏域 河川整備計画 千葉県、2006 年 11 月 
現況値：手賀沼・印旛沼・根木名川圏域 河川整備計画 千葉県、2006 年 11 月 
過去値：かつての印旛沼の状況（「明治以降における利根川下流域の水害はすさまじく、（中略）、長年にわた

って 2～3 年に 1 回の頻度で発生している。」 出典：生きている印旛沼 – 民族と自然–（白鳥 孝治著））
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(2) フォローアップでの評価方法案 

 フォローアップ時において、目標の達成度、および対策の進捗状況をわかりやすく評価

するため、レーダーグラフ等を用いることを考えている。 

■目標達成度の評価イメージ 

 

■対策進捗状況の評価イメージ 
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生き物の評価イメージ 

区 分 ①過 去 ②現 在 ③将 来（フォローアップで評価） 

陸域 

【植物】エノキ、クヌギ、コナラ、シイ、カシ 
【動物】オオタカ、チュウヒ、コゲラ、エナカ、ヒヨドリ、アオダイショウ、タヌキ 
【動物（水田）】モグラ、ツグミ、スズメ、アカガエル、トウキョウダルマガエル、

バッタ類 

【植物】クヌギ、コナラ、シイ、カシ、タケ、セイタカアワダチソウ 
【動物】チュウヒ、エナカ、ヒヨドリ、アオダイショウ 
【動物（水田）】モグラ、ツグミ、スズメ、ウシガエル、バッタ類 

移行帯 

【植物】オギ、チガヤ、ヨシ、マコモ、ガマ、コウホネ、オモダカ、アギナシ 
【動物】ホオジロ、サギ類、ヨシキリ類、オオセッカ、コジュリン、イタチ、カナヘ

ビ、トンボ類、ガムシ類、ゲンゴロウ類 
 

【植物】エノキ、オギ、チガヤ、ヨシ、マコモ、ヒメガマ、ナガエツルノゲイトウ

【動物】ヒバリ、ホオジロ、ヨシキリ類、オオセッカ、コジュリン、カナヘビ、ト

ンボ類 

生
息
・
生
育
環
境 

水域 

【植物】ササバモ、コウガイモ、シャジクモ、エビモ、セキショウモ、アサザ、ガガ

ブタ 
【動物（水面）】サギ類、カワセミ、カイツブリ、バン、カモ類、カモメ類、コアジ

サシ 
【動物（水中）】ウナギ、ドジョウ、コイ、フナ類、メダカ、ウグイ、タナゴ、タモ

ロコ、モツゴ、テナガエビ、ヌカエビ 

【植物（水面）】オニビシ 
【動物（水面）】サギ類、カモ、カワセミ、カイツブリ、バン、カモ類、カモメ類、

コアジサシ 
【動物（水中）】コイ、フナ類、モツゴ、オオクチバス、ブルーギル、カミツキガ

メ、スジエビ 

・ 在来生物種の保全 

・ かつて生息・生育していた生物種（特に沈水植物）の復活

・ 外来種（特に特定外来生物）の抑制 

生態系 

横断模式図 

 

 
 

 

 

 

生態系の構成 

      【陸側】     【水際】     【沼の中】 

 
 ※図はイメージであり、種名等詳細は今後検討する。 

      【陸側】  【水際】  【沼の中】 

 

 
※図はイメージであり、種名等詳細は今後検討する。 

【陸側】  【水際】  【沼の中】 

 

 

水辺のいきものたち 

③将来≒①過去なら 

上
位
種

下
位
種

上
位
種

下
位
種

上
位
種

下
位
種
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3.5 健全化計画における実施対策と役割分担 

3.5.1 対策把握調査の実施 

 健全化計画における実施主体の役割分担と対策実施量を定めるために、各実施主体（国、

県、市町村、水資源機構など）に対して対策把握調査を実施した。 

 また、調査時に各実施主体に対して「緊急行動計画」における平成 15～18 年の対策実施

状況を提示し、実施状況を踏まえた上で実施予定対策について回答をいただいた。 

■対策実施量と役割分担の検討フロー 

対策メニュー（案）作成

回答集約・整理

07/08/03
第4回行政担当者会議
07/08/23
対策把握調査説明会（県・国）

07/11/06
第５回行政担当者会議

07/11/19
第11回専門家会議

07/12/21
第13回健全化委員会

対策実施量、役割分担の関係
機関との調整

（行政担当者会議、個別ヒア
リング等）

専門家会議

回答集約・整理

今
後
の
予
定

意見

中間報告

調整、意見

対策把握調査の実施
07/08上旬～07/10中旬

整理結果の確認
07/11上旬～07/12上旬

各実施主体において実施対策の検討および回答

各実施主体において回答の確認

対策実施量と役割分担
の決定

 

 

3.5.2 対策把握調査の結果（中間報告） 

 対策把握調査の結果を 26～27 ページに示す。 
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3.5.3  対策メニューの変更 

対策把握調査時の意見や事務局での再検討結果より、対策メニューの変更を以下のとお

り行うことを考えている。 

分類 No 
現対策名 

→新対策名 
変更理由 

追加 － 調整池を活用した負荷削

減 
みためし行動市街地・雨水浸透系で実施

しており、今後流域展開を進めていくため

メニューに追加する。 

統合 45 
 

50 

施肥量・農薬削減、施肥法

改良等 
ちばエコ農業の推進 
→環境保全型農業の推進 

環境保全型農業の中に、ちばエコ農業、

適正施肥、エコファーマー等が含まれてい

ることから統合する。 

統合 86 
87 

イベントの開催 
印旛沼ウォークラリー、マ

ラソン大会の開催 
→イベントの開催 

ウォークラリーやマラソン大会はイベ

ントの一つであることから、「No.86 イベ

ントの開催」に統合する。 

名称変更 63 放棄農地の買い上げ 
→遊休農地対策 

農地は所有者による復元・活用が望まし

いが、所有者も含めた地域での活用へ向け

た対策を包括的に実施していく観点から

名称を変更する。 

名称変更 74 いんばぬま情報広場の充

実 
→Web サイトによる印旛

沼情報の提供 

Web サイト「いんばぬま情報広場」の充

実のみでなく、Web で幅広く情報を発信す

る観点から名称を変更する。 

名称変更 100 水源税の導入 
→環境税の導入 

水源地保全のための税導入という意味

より、水源税をはじめとする「環境税の導

入」と名称を変更する。 
 

3.5.4 役割分担の修正 

対策把握調査時の意見より、下表の通り、対策の役割分担を変更することを考えている。 

No. 対策名 修正内容 

69 外来種の調査・駆除 No.69 外来種の調査・駆除の主体は、国・県と市町村が○

で、ＮＰＯ等と流域住民が◎となっているが、本来特定外来

生物の実施は国が行うこととなっている。また、県と市町村

も確認を受けて実施できることとなっていることから、国・

県、市町村も◎とする。 

※次ページの表に上記の変更はまだ反映していない。本会議後に変更を行う。
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表 3.2 各主体の対策実施予定（１） 

凡例 

◎：施策の実施主体 
○：実施主体ではないが実施を促進するまたは実施に関わる 

凡例 

○：実施予定の回答あり 
－：下水道整備地区のため対象外 
  （No.18～20 の鎌ヶ谷市のみ） 
＼：同じ対策が前出 

網掛け 
あり：緊急行動計画と同じ対策 
なし：健全化計画において新規に追加 

国
・
県

水
資
源
機
構

市
町
村

Ｎ
Ｐ
Ｏ
等

流
域
住
民

事
業
者

印
旛
沼
水
循
環
健
全
化
会
議
事
務
局

印
旛
沼
漁
業
協
同
組
合

印
旛
沼
環
境
基
金

印
旛
沼
土
地
改
良
区

印
旛
沼
水
質
保
全
協
議
会

千
葉
市

船
橋
市

成
田
市

佐
倉
市

八
千
代
市

鎌
ヶ
谷
市

四
街
道
市

八
街
市

印
西
市

白
井
市

富
里
市

酒
々
井
町

印
旛
村

本
埜
村

栄
町

千
葉
県

水
政
課

水
質
保
全
課

自
然
保
護
課

資
源
循
環
推
進
課

廃
棄
物
指
導
課

ＮＰ
Ｏ
活
動
推
進
課

農
林
水
産
政
策
課

安
全
農
業
推
進
課

耕
地
課

農
村
整
備
課

農
業
改
良
課

畜
産
課

林
務
課

み
ど
り
推
進
課

漁
業
資
源
課

河
川
環
境
課

下
水
道
課

水
道
局

企
業
庁
工
業
用
水
部

教
育
庁
指
導
課

印
旛
農
林
振
興
セ
ン
タ
｜

千
葉
地
域
整
備
セ
ン
タ
｜

葛
南
地
域
整
備
セ
ン
タ
｜

東
葛
飾
地
域
整
備
セ
ン
タ
｜

印
旛
地
域
整
備
セ
ン
タ
｜

成
田
整
備
事
務
所

北
総
教
育
事
務
所

環
境
研
究
セ
ン
タ
｜

農
業
総
合
研
究
セ
ン
タ
｜

畜
産
総
合
研
究
セ
ン
タ
｜

森
林
研
究
セ
ン
タ
｜

内
水
面
水
産
研
究
所

利
根
川
水
系
土
地
改
良
調
査
管
理
事
務
所

北
総
中
央
農
業
水
利
事
業
所

独
立
行
政
法
人
水
資
源
機
構

1 1 新規開発宅地の浸透化 ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

2 2 各戸貯留・浸透施設の整備 ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

3 各戸貯留浸透施設の維持管理 ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○

4 3 透水性舗装の整備 ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

5 調整池への浸透機能等追加改修 ◎ ◎ ◎ ○

6 4 浸透機能を持った貯留施設の整備 ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

7 5 市街地・住宅地の緑化 ◎ ◎ ○ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

8 6 森林・斜面林の保全 ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

9 7 農地・生産緑地の保全 ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

10 8 家庭・事業所の敷地内の緑化 ○ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

11 9 谷津の保全 ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

12 10 湧水の保全・利用 ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

13 11 揚水量の削減 ○ ○ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

14 12 地下水使用量の規制 ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

15 13 下水道の整備 ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

16 14 下水道への接続 ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

17 15 農業集落排水施設の整備 ◎ ○ ○ ○ ○

18 16 合併処理浄化槽設置・転換の促進 ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

19 17 高度処理型合併処理浄化槽の導入 ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

20 18 浄化槽の適正管理の強化 ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

21 19 家庭における生活雑排水負荷の削減 ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

22 20 家畜排泄物処理施設の設置 ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○

23 21 家畜堆肥野積の禁止 ○ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

24 22
廃棄物の不適正処理の防止・残土埋め立て事業の適正処理の
推進

○ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

25 23 事業所排水等の規制指導強化 ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

26 総量規制の導入 ◎ ○ ○ ○ ○

27 排出権取引の導入 ◎ ○ ○ ○

28 24 河川・水路を利用した植生浄化 ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○

29 調整池における植生浄化 ◎ ◎

30 25 休耕田を利用した植生浄化 ◎ ◎

31 26 多自然川づくり ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

32 農業用水路の土羽化 ○ ○ ○

33 河道植生の保全・復元 ◎ ◎ ○ ○ ○

34 27 河川浄化施設の設置 ◎ ○ ○ ○

35 排水路浄化施設の設置 ◎

ル)河川内堆
積負荷の
削減

36 28 河川内汚泥の浚渫 ◎ ◎ ○ ○ ○ ○

37 29 ゴミ清掃 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

38 30 植生の草刈り ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

39 31 不法投棄の監視強化 ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

40 32 水質事故の監視体制強化 ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

41 排水路への流入点付近に沈殿槽設置 ◎ ◎

42 33 調整池の清掃 ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

43 34 路面・側溝等の清掃 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

※(2) ※(2) 各戸貯留・浸透施設の設置

※(4) ※(3) 透水性舗装の整備

44 雨水排水課税 ◎ ◎

45 35 施肥量・農薬削減、施肥法改善等 ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

46 湧水の稲作用水への利用の促進 ○ ◎ ○

47 水田用水の田越し利用の促進 ○ ◎

48 36 循環かんがい施設の整備 ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○

49 37 農業排水路の管理・整備 ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

50 38 ちばエコ農業の推進 ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ヨ) 森林系負荷の削減 51 39 間伐・枝打ち・下草刈りの推進 ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

52 浄化用水の導入 ◎ ○

53 40 大和田機場運転による流動化 ◎ ◎ ○ ○ ○

54 41 底泥浚渫 ◎ ○ ○

55 アオコの回収 ◎

56 水生植物冬期刈り取り ◎ ◎ ○ ◎

57 モク取りの復活 ○ ○ ○ ◎

58 42 植生帯の設置（旧 植生帯・浮島の設置） ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○

59 42 水生植物の保全・復活 ◎ ○ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○

※(37) ※(29) ゴミ清掃

※(39) ※(31) 不法投棄対策

※(40) ※(32) 水質事故の監視体制強化

ネ）
環境に配
慮した水
位管理

60 水位変動 ◎ ○ ○ ○ ○

ナ）その他の施 61 河口域における汚濁拡散防止施設の設置 ◎

リ) 多自然川
づくり

ヌ) 河川等に
おける直
接浄化

雨水浸透
施設の整
備

緑地・自
然地の保
全

地下水の
適正利用

下水道以
外の生活
系負荷対
策

負荷総量
の削減

下水道の
整備

産業系負
荷対策

農業系負
荷の削減

沼清掃等ツ）

Ｈ　印旛沼の浄化

水質改
善

沼等から
の負荷削
減

レ)

Ｇ　印旛沼の流
動化

沼内にお
ける植生
浄化

ソ)

ホ)

Ｆ　面源負荷発
生量の削減

沼の流動化タ)

ハ)

チ)

Ｄ　点源負荷発
生量の削減

ト)

ニ)

ヘ)

河川・水
路等にお
ける植生
浄化

河川清掃等ヲ)

カ)

対策の主要
な観点

対策のねらい

Ｅ　河川等にお
ける浄化

Ⅰ 平常時
水量回
復

Ａ　地下水涵養
量の確保

Ｂ　自然地の保
全
土地利用の適正
化

対策メニュー

Ⅱ

市街地降
雨流出負
荷の削減

ワ)

Ｃ　地下水の保全

イ)

ロ)

具体名

No.

No.

緊急
行動
計画
の
No.

関係団体 国・独法市町村実施主体 県
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表 3.3 各主体の対策実施予定（２） 

 

凡例 

◎：施策の実施主体 
○：実施主体ではないが、実施を促進するまたは実施に関わる 

凡例 

○：実施予定の回答あり 
＼：同じ対策が前出 

国
・
県

水
資
源
機
構

市
町
村

Ｎ
Ｐ
Ｏ
等

流
域
住
民

事
業
者

印
旛
沼
水
循
環
健
全
化
会
議
事
務
局

印
旛
沼
漁
業
協
同
組
合

印
旛
沼
環
境
基
金

印
旛
沼
土
地
改
良
区

印
旛
沼
水
質
保
全
協
議
会

千
葉
市

船
橋
市

成
田
市

佐
倉
市

八
千
代
市

鎌
ヶ
谷
市

四
街
道
市

八
街
市

印
西
市

白
井
市

富
里
市

酒
々
井
町

印
旛
村

本
埜
村

栄
町

千
葉
県

水
政
課

水
質
保
全
課

自
然
保
護
課

資
源
循
環
推
進
課

廃
棄
物
指
導
課

ＮＰ
Ｏ
活
動
推
進
課

農
林
水
産
政
策
課

安
全
農
業
推
進
課

耕
地
課

農
村
整
備
課

農
業
改
良
課

畜
産
課

林
務
課

み
ど
り
推
進
課

漁
業
資
源
課

河
川
環
境
課

下
水
道
課

水
道
局

企
業
庁
工
業
用
水
部

教
育
庁
指
導
課

印
旛
農
林
振
興
セ
ン
タ
｜

千
葉
地
域
整
備
セ
ン
タ
｜

葛
南
地
域
整
備
セ
ン
タ
｜

東
葛
飾
地
域
整
備
セ
ン
タ
｜

印
旛
地
域
整
備
セ
ン
タ
｜

成
田
整
備
事
務
所

北
総
教
育
事
務
所

環
境
研
究
セ
ン
タ
｜

農
業
総
合
研
究
セ
ン
タ
｜

畜
産
総
合
研
究
セ
ン
タ
｜

森
林
研
究
セ
ン
タ
｜

内
水
面
水
産
研
究
所

利
根
川
水
系
土
地
改
良
調
査
管
理
事
務
所

北
総
中
央
農
業
水
利
事
業
所

独
立
行
政
法
人
水
資
源
機
構

※(8) ※(6) 森林・斜面林の保全

※(11) ※(9) 谷津の保全

62 崖線回廊の保全 ◎ ◎ ◎ ◎

※(12) ※(10) 湧水の保全・利用

63 放棄農地の買い上げ（解消） ◎ ◎ ○ ○

64 竹林の伐採 ○ ○ ○

※(37) ※(29) ゴミ清掃

※(39) ※(31) 不法投棄対策

※(58) ※(42) 植生帯の設置

※(59) ※(42) 水生植物の保全・復元

※(60) 水位変動

65 43 ビオトープ・湿地帯の整備 ◎ ○ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○

※(32) 農業用水路の土羽化

66 堰の撤去 ◎

67 魚道等の設置 ◎

68 沼固有植生種子の学校ビオトープ等での保存 ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○

69 44 外来種の調査・駆除 ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

※(59) ※(42) 水生植物の保全・復元

70 湖岸堤の緩傾斜化 ◎ ◎

71 45 親水拠点の整備 ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

72 水辺の利用実態調査 ◎ ◎ ◎ ○

73 46 パンフレット等の作成 ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

74 47 いんばぬま情報広場の充実（旧 印旛沼ホームページの作成） ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

75 48 看板等による情報提供 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

76 印旛沼の歴史・水文化の整理 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

77 49 環境家計簿の普及 ○ ○ ○ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○

78 50 NPOの支援 ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

79 交流拠点・支援センターの設立 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

80 51 環境学習教材の作成 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

81 52 学習会・講演会等の開催 ◎ ○ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

82 53 船上見学会の実施 ◎ ○ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○

83 教師への支援体制の確立 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

※(37) ※(29) 河川・沼のゴミ清掃

※(75) ※(48) 看板等による情報提供

84 印旛沼イメージキャラクターの制定 ○ ○ ○ ○ ○ ○

85 観光客の積極的な誘致 ○ ○ ○ ○ ○ ○

86 イベントの開催 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

87 「印旛沼ウォークラリー、マラソン大会の開催 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

88 54 沼の堤防嵩上げ ◎ ○ ○ ○

89 管理水位の低下 ◎ ◎

90 長門川の堤防嵩上げ ◎ ○

91 55 印旛沼捷水路の掘削 ◎ ○

92 印旛排水機場の増設 ◎

エ) 放流先河川河道整備 93 57 花見川の河道整備 ◎ ○ ○ ○

Ｎ　流入河川治水安全度の向上 テ) 河道整備 94 58 鹿島川・高崎川等の河道整備 ◎ ○ ○ ○

※(2) ※(2) 各戸貯留・浸透施設の整備

※(4) ※(3) 透水性舗装の整備

※(6) ※(4) 浸透機能を持った貯留施設の設置

95 59 調整池の設置 ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

96 60 畦畔高確保による貯留 ○ ◎ ○ ○ ○ ○

Ｐ　内水排除 サ)排水機場整 97 61 沼・河川周辺排水機場の整備・改修 ◎ ○ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Ⅶ 調査・研究 Ｑ　水循環の現状把握 キ)環境調査の実施 98 62 環境調査の実施 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Ｒ　水循環健全化に向けた研究の促進 ユ)研究の促進 99 63 研究の促進 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

100 水源税の導入 ◎ ○ ○ ○

※(27) 排出権取引の導入

※(44) 雨水排水課税

国・独法

No.

緊急
行動
計画
の
No.

関係団体 市町村 県

具体名

実施主体

対策の主要
な観点

対策のねらい 対策メニュー

No.

観光客の
誘致

水系連続
性の確保

経済的措置

自然水辺
の復元

情報提供

市民活動
の支援

環境学習

河川愛護
意識の醸
成

Ｉ　流域における
生態系の保全・
復元

水生植物
の保全・
復元

ム）

緑地・自
然地の保
全

ラ）

オ)Ｌ　人と水の関
わりの強化

意識啓
発

Ⅴ

ケ）

マ）

ヤ）

ク)

水害被
害の軽
減

Ⅵ

利根川へ
の放流量
の増加

コ)

印旛沼の
治水容量
の確保

フ)Ｍ　印旛沼の治
水安全度の向上

流域対策
の推進

ア)Ｏ　流域の流出
抑制

ノ)

ウ）

外来種の
対策・在
来種の保

ヰ)

メ)Ｓ　経済的措置経済的
措置

Ⅷ

Ｋ　親水性の向上親水性
向上

Ⅳ

Ⅲ

Ｊ　印旛沼・流入
河川における生
態系の保全・復

元

生態系
保全・復
元

網掛け 
あり：緊急行動計画と同じ対策 
なし：健全化計画において新規に追加 
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4.印旛沼わいわい会議開催報告 

4.1 開催概要 

  平成 16、17、18 年度に引き続き、19 年度も印旛沼わいわい会議を開催した。今年度は、以

下の流域を対象に開催した。 

 

 in ちば 

開催流域 鹿島川流域 

開 催 市 千葉市 

開 催 日 平成 19 年 11 月 25 日（日） 

参 加 者 約１７０名 

全体テーマ めぐりめぐる印旛沼の水！ 

分科会テーマ ①印旛沼をもっと知ろう 

②飲み水の源、生活排水浄化作戦！ 

③川と里山の水環境を考えよう～川づくり・人づくり・地域づくり～ 

④食・農・いのち 

⑤駅前キャンペーン～印旛沼は私たちの飲み水～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全体会の様子  分科会の様子（第 4） 

分科会の様子（第 2） 駅前キャンペーン 

全体討論での分科会の報告 提言の授受式
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4.2 分科会のテーマについて 

  各分科会のテーマ、分科会の紹介を以下に示す。 

 

【第１分科会】 

 テーマ：「印旛沼をもっと知ろう」 

  水質汚濁の原因としては一般家庭などの生活系、水田や市街地などの自然系等があげられま

す。千葉市民にとって、水道水源のひとつである印旛沼は、いま、どのような状況に置かれて

いるのでしょうか？ 

  印旛沼を知ることで印旛沼をより身近に感じ、そして水質浄化に向け、私たちにできること

は、“何か”を考える場にしたいと思います。 

 

 

【第２分科会】 

 テーマ：「飲み水の源、生活排水浄化作戦！」 
  飲み水の源である印旛沼のために、生活排水の汚濁をどうへらすのか？“生活排水浄化作戦

会議”を行います。講演、利き水、水質実験などを行い、飲み水である印旛沼について話し合

います。 

 

 

【第３分科会】 

 テーマ：「川と里山の水環境を考えよう～川づくり・人づくり・地域づくり～」 

  恵み豊かな印旛沼の再生に向け、“川づくり、人づくり、地域づくり”を通して、川と里山を

皆さんと一緒に考え、提案をしていきます。 

 

 

【第４分科会】 

 テーマ：「食・農・いのち」 
  65 才以上の農家人口が約 60％となり、全国的に耕作放棄地が増加、農業就業人口の減少も手

伝い、農業・農村の持つ多面的機能を維持することが困難となりつつある｡また、私たちが生活

するのに必要な水の約４倍の 640 億トン余りを輸入する水の輸入大国であり、食料の生産に必

要な肥料（チッソ・リン酸・カリ）の輸入大国ともなってる｡ 

  このような厳しい私たちの食料・農業・水環境のなかで、『安全・安心な食糧の確保と水を中

心とした豊かな自然環境を次の世代に引き継ぐために、私たちひとりひとりが何をすべきか？』

をテーマとした分科会を設けた次第です｡ 

 

 

【第５分科会】 

 テーマ：「駅前キャンペーン：印旛沼は私たちの飲み水」 
  印旛沼の水が水道水の源であることを、街頭（千葉駅前）へ出て千葉市民へ向けて広報活動

を行います。 
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4.3 分科会のまとめ 

  各分科会でまとめられた意見を以下に示す。 

 

【第１分科会のまとめ】 

 ①印旛沼にもっと関心を持つ人を増やす。 

②環境に関与していることを認識し、身近なところからできることを進める。 

③エコ農業を進め、グリーンコンシューマーを増やす。 

④面源対策の検討を願う。 

 

 

【第２分科会のまとめ】 

 ①利根川全体をきれいに！ 

②二度洗いのすすめ、一度洗いを庭で使う！ 

③排水処理技術の改善。 

④有償の市民事業としての責任を持つ。 

⑤外国の水よりも地域の水を飲もう！ 

⑥市民レベルの力を結集。 

⑦捨てるものを利用して、汚れを除去。 

⑧流した人が使う人。 

 

 

【第３分科会のまとめ】 

 ①行政・市民が一丸となって、アダプト制度を流域で推進。 

②川へ係わる活動マップを作成し、印旛沼と市民の関係を示す。 

③里親制度を拡げる“協働”を考える。 

 

 

【第４分科会のまとめ】 

①多面的機能・水（バーチャルウォーター） 

②食育（小学校）のススメ・田・畑で体験学習 

③水の質（飲み水を買う地域） 

④チバエコ（ＪＡちばみらいー指導・販売） 

 

 

【第５分科会のまとめ】 

 ①初めて会場の外でキャンペーンを実施し、グッズ配布。 

②手渡しチラシの工夫が必要。 

（飲み水であることを伝えたい） 

③チーバ君は大人気。テーマソングが欲しい。 

④配布物は、１０００人に話しかけて配布。 
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4.4 参加者より出された意見 

  全体討論で参加者より出された意見を以下に示す。 

 

【第１分科会について】 

・水道水の浄水費用をあきらかに。 

→印旛沼水源 40 万人、という人と 190 万人という人がいる。南は市原まで。県水道を利用して

いる人全体で費用を負担している。 

・利根川の水の浄水費用と印旛沼の水の浄水費用→約３倍。 

・トンあたり 31 円。年間 11 億円。（直接費用） 

・印旛沼を汚したのは誰？→市民である。地産地消。家庭教育の必要性。 

・印旛沼の啓発！→次世代を担う子供達に印旛沼のことを教える必要がある。子供達を巻き込ん 

だイベント・活動が必要である。 

 

 

【第２分科会について】 

・排水を直接流している地域、下水道へ流している地域、どの地域でも負荷を減らすことが必要。

水の節約。 

・分科会トータルでかみ合ったまとめが無いと。教育（自然との係り）が大切。 

・感心の無い方をいかに巻き込むか？自分は何をしたらいいか？  

 

 

【第３分科会について】 

・市民でできること、協働でできること？協働の面が大きい。 

・川づくり・人づくり・地域づくり→人づくりが重要。 

・印旛沼に感心を持つためには、どうしたらいいか？ 

→「川の駅」水・人の循環が期待される。という意見があった。 

・アダプト制度について県の取り組みを説明して欲しい。 

 

【第４分科会について】 

・健全化会議で交通整理を期待。ソフト面の充実、ハード面の対応が必要。 

 

 

【第５分科会について】 

・千葉市民 知らぬ存ぜぬ印旛沼 渡せば使う改善グッズ －飲み人、知らず－ 

・下水の処理コストを知らない人が多い。→省エネにつながる。 

・“協働”が大切。市民に学校へ行ってもらい先生になってもらう。地域との交流。 

 

 

【わいわい会議について】 

・４年間のわいわい会議の成果が反映されたか？ 

・テーマを具体的にして活動することが大切。力の集約の仕方が課題。実行に移すテーマに絞る。 
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0%0%
11%

11%

36%

37%

5%

Ａ．自治会からの案内

Ｂ．県・市町村広報誌

Ｃ．県・市・市民活動センター等の窓口での案内チラシ

Ｄ．県ホームページ

Ｅ．人から聞いた

Ｆ．その他

無回答

24%

11%

4%

4%

7%
4%4%

0%

2%

9%

11%

0%

13%

7% 0%

Ａ．生活排水

Ｂ．下水道

Ｃ．雨水浸透

Ｄ．里山

Ｅ．ちばエコ農業

Ｆ．生き物

Ｇ．ビオトープ

Ｈ．洪水対策

Ｉ．水草

Ｊ．不法投棄

Ｋ．環境教育

Ｌ．情報発信

Ｍ．地域の連帯

Ｎ．その他

無回答

4.5 わいわい会議 in ちば からの提言 

  ちば会場から、印旛沼水循環健全化会議への提言としてまとめた「提言」を以下に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6 アンケート結果 

  わいわい会議参加者より提出されたアンケート結果を以下に示す。 

 

問．この会議を何で知りましたか？ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問．今後、印旛沼を良くする上で大切だと思うキーワードは何ですか？（複数回答可） 

 

 

 

 

 

 

 

 

①印旛沼を良く知ってもらうために、流域の情報を住民・企業・ＮＰＯ・ 

行政と共有できる場の設置。 例：「川の駅」の整備など。 

 

②「印旛沼をきれいにする‥」という立場で次世代を担う子ども達の教育 

問題を考える。  

 学校及び地域を通して啓発活動（家庭からの生活排水対策の実施）の実践。 

  

③印旛沼流域の農業を考える。 

 農産物の流通、エコ農業の具体的な推進。 

 

＊実施の具体的な方策を検討することを付記する。 
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5.みためし行動の報告 

5.1  9 つのみためし行動概要表 

 

 

 

 

 

 

み　た　め　し　行　動 （ワーキング）

市街地
・雨水浸透系

生活系 農地系 学び系 冬期湛水 生態系 企業系 印旛沼アダプト
市町村による
みためし行動

目的
・浸透施策による湧水の復活
・市街地流出汚濁負荷の削減

生活排水対策による水質改善

・施肥量削減による湧水水質改
善
・環境保全型農業の普及・湧水
水質（特に窒素）改善

・子供たちが印旛沼にふれあ
い、印旛沼への認識を深め、印
旛沼について考える契機とする
・子供を通じた親世代の意識啓
発
・環境学習にはじまる意識啓発
を流域全体へ拡げる契機とする

以下の3視点からの冬期湛水の
効果を検証する
1．水質
2．生物環境
3．稲作効果

・健全化目標「ふるさとの生き物
はぐくむ印旛沼流域」を達成する
足がかりとする
・流域生態系の現状を把握し、
保全方策を立案する

・企業との連携
・新技術の開発促進

・「印旛沼連携プログラム」の策
定・運用
・印旛沼とその流入河川・水路を
対象に市民（企業）活動との連
携・促進体制づくりを目指す
・取り組みのルールや役割分担
を明確化する

・印旛沼流域水循環健全化に向
けて流域全体に働きかける契機
とする
・63の施策などを積極的に進め
る仕組みづくり
・住民により近い市町村が主体と
なり、住民の意識改革や取り組
みにつなげる

活動主体 千葉県、佐倉市、住民 千葉県、佐倉市、住民
千葉県、富里市、

ＪＡ富里市、農業従事者
学識者、教育関係者、小学校教員、児童 農家、ＮＰＯ、市民、千葉県 ＮＰＯ、千葉県 企業、千葉県 千葉県、ＮＰＯ，企業 各市町村、市民

実施対象 住民 住民 農業従事者 小学校 農家 流域内河川 企業 同上 行動により様々

H19年度
実施内容

・現地調査の継続実施（湧水量
調査、ファーストフラッシュ調査）
と効果の確認、評価
・浸透対策（浸透マス・貯留浸透
施設の設置）の実施
・住民との協働、継続的な取り組
みとするための仕組みづくり

・効果確認のためのフォローアッ
プを継続
・アンケート調査
・流域全体への展開検討

継続実施
・施肥量削減、収量、土壌、湧水
のモニタリング
新規実施
・KCL散布による地下浸透速度
調査
・流域全体への展開検討

H19年度新規モデル校3校での
出前講座
教員研修会の実施
流域全体への展開方策の検討

継続実施（～2009年までの5ヶ年
を予定）
住民と協働の水質・生物調査
収量等調査

水草探検隊の実施

・企業との連携
・緊急行動計画の理解、実施の
促進
・水循環健全化に資する技術開
発の促進

・H18にプログラムの試行は終
了。
・H19から、印旛沼連携プログラ
ムの本格運用

継続実施
・市町村への実施の促進
・自発的な行動の促進
・全国の事例紹介

学識者・
専門家

等

（○は座長）

○堀田委員（増田学園理事）
今橋委員（東邦大学名誉教授）
白鳥委員（印旛沼研究家）
中村教授（敬愛大学 ）
二瓶助教授（東京理科大学 ）
宮澤理事長、中谷委員（NPO法
人雨水流出抑制技術協会  ）
県環境研究センター　楠田室
長、小川室長、平間主席研究員
県環境生活部環境政策課　小川
主幹

○堀田委員
白鳥委員
今橋委員
県環境研究センター 小倉室長
県環境研究センター 藤村主席
研究員

○白鳥委員
堀田委員
今橋委員
県農業総合研究センター
真待寺室長
八槇主席研究員
県環境研究センター
楠田室長、
平間主席研究員

○堀田委員
白鳥委員
今橋委員
佐倉市図書館　内田館長
白井市立　七次台中学校
森校長
北総教育事務所　青柳指導主事
県環境研究センター　小倉委
員、小川委員
作画家　山本委員

モデル校(H19)
・佐倉市立千代田小学校
・佐倉市立志津小学校
・印旛村立宗像小学校

○県中央博物館
中村委員
県環境研究センター
○小倉委員、飯村委員
県農業総合研究センター
金子委員
県中央博物館　林上席研究員、
桑原上席研究員、倉西上席研究
員
東邦大学理学部　長谷川教授
千葉県中央博物館友の会　神氏
県立犢橋高校　田中教諭
印旛沼土地改良区
NPO
モデル水田地主　三門氏

〔水草探検隊〕
県中央博物館 林上席研究員
生態園相談員　横林委員
市民・NPO

（未定）

○本橋委員（財団法人印旛沼環
境基金）
堀田委員
印旛沼土地改良区
高橋委員
佐倉印旛沼ネットワーカー　金山
委員
さくら・人と自然をつなぐ仲間の
会　小野委員
環境パートナーシップちば　加
藤委員
とんぼエコオフィス
岩波委員
東京電力（株）千葉支店
千葉銀行　経営企画部

（なし）

主たる
担当課

河川環境課 水質保全課
河川環境課・

農林水産政策課・
千葉県農業総合研究センター

水質保全課
千葉県立中央博物館・

千葉県環境研究センター
河川環境課

河川環境課・
（財）千葉県産業振興ｾﾝﾀ－

河川環境課 各市町村

関係課及び
市町村

水質保全課、道路環境課、
印旛地域整備センター、成田整
備事務所
佐倉市環境政策課・土木課

河川整備課、河川環境課、
印旛地域整備センター、
佐倉市環境政策課・土木課

河川環境課、水質保全課、農業
改良課、安全農業推進課、生産
振興課、
成田整備事務所、
印旛農林振興センター、
富里市環境課・産業経済課
JA富里市

河川環境課

河川環境課、
水質保全課、
印旛地域整備センター、
印旛農林振興センター、
農林水産政策課、
耕地課、農業改良課、
生産振興課

河川環境課、水質保全課、
成田市

産業振興課、水質保全課

水質保全課、
NPO活動推進課、
関係地域整備センター・整備事
務所
水資源機構、
流域15市町村

河川環境課、
水質保全課、
関係地域整備センター・整備事
務所

印旛沼流域水循環健全化会議
（委員会）

治水部会

水環境部会

行政担当者会議

専門家会議

印旛沼わいわい会議

みためし行動

印旛沼再生 行動大会

流域水文化マップ作成

県・市町村の行政担当者から構成され、行政の対策について実施状況の確認や調整を行う

専門家委員から構成され、健全化計画の策定に向けた検討を行う

市民と行政、市民同士の意見交換会。得られた意見・提案などを、健全化計画に反映する。

（詳細を下表に記す）

印旛沼再生のための県民大会。幅広く県民に参加いただき、一年間の成果を報告し、次の行動を呼びかける。

印旛沼および流域の水文化や歴史についてとりまとめ、マップや流域誌としてとりまとめる。
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みためし行動の成果と取り組みの概要 

 
成果 課題

市街地
・雨水浸透系

○浸透対策の実施
・平成18年度まで浸透マス設置合計238基、平成19年度新たに70基を設置予定
（うち、20基は設置準備中）
・既存浸透マスの堆積・目詰まり状況の確認調査の実施
・「加賀清水だより」の配付
○市街地流出負荷調査
・ファーストフラッシュ調査の実施、継続中（2年目）
・調整池の流量・水質調査の実施、継続中（2年目）

○住民との協働
・継続的な取り組みとしていくための、住民が主体となって推進していくしくみ
として、「わき水見守り隊（仮称）」設置に向けた準備
○新たな浸透対策の実施
・住宅への浸透マスだけでなく、市道への透水性舗装、浸透性側溝、浸透性マス
等の整備
・公園への貯留浸透施設の設置

○浸透対策実施
・住宅への浸透マスの設置・呼びかけ
・既存の浸透マスの状況確認・清掃の実施
・「わき水見守り隊（仮称）」の立ち上げ、やり方の検討
○面源負荷削減検討
・ファーストフラッシュ調査、調整池水質等の調査結果を踏まえた面源負荷
削減効果の把握と削減対策の検討

生活系

○フォローアップの実施
・アンケート実施
・町会長ヒアリング→生活排水対策が住民同士の話題に上る
○住民の自発的活動 → 佐倉市と協働で湧水保全活動推進
○流域への展開 → NPOとの連携、PRパンフレット作成

○流域への展開
・今年度作成したPRパンフレット等を活用し、より一層流域への展開を図る必要
がある。
○生活排水普及面での課題
・ 全く関心を持って戴けない住民へのアプローチ方法。
・ 無洗米が定着しない

○団地に対する取り組み
・フォローアップアンケート調査を継続して実施
・生活排水対策実施状況および意識の変化とその評価

農地系
○施肥適正化の実施
・みためし行動の取り組みに9農家が参加した。
・適正施肥量の散布を実施。（7月）

○施肥適正化の継続と普及
・継続的な土壌調査と窒素濃度の推移を確認していく必要がある。
○流域への展開
・今後、農林関係者の協力により、他地域での施肥削減の実施が必要。

○施肥適正化の推進とモニタリング
・施肥適正化（ニンジン）　→　生育量調査、土壌調査
・施肥量の適正化の有無、栽培前後の土壌溶液中硝酸態窒素濃度の比較。
・湧水のモニタリング
・地下水流れの把握（ボーリング調査実施の検討）
・KCl散布による硝酸態窒素濃度の地下水浸透速度調査
・モデル地区での座談会の継続開催

学び系

○出前講座の実施
・モデル校での出前講座の実施による環境学習の普及
・出前講座を踏まえて環境教育授業案を作成
○流域への展開
・教員研修会の実施（流域市町村の小学校教員を対象）

○流域への展開
・学び系の取り組みの広報
・環境学習支援体制の整備
・教員の育成、NPO等地域の人材との連携

○モデル校での出前講座
・行動大会でのモデル校による発表
○流域への展開
・教員研修会を来年度以降も継続して実施予定
・印旛沼学習指導の手引き
・環境学習を実施している団体との情報交換、連携

冬期
湛水

○市民が中心となった調査の実践
・生物調査・水質調査・土壌調査の定期的・継続実施
・市民調査隊の主体的活躍

○モデル地区での実践
・個別の調査が多いため、耕作者・調査関係者間での情報共有が必要
○流域への展開
・成果の報告・PR方法の検討。特に農業従事者に対するPR。
・水利権、電気代、農耕機器の問題
・狩猟対策

○モデル地区での継続調査
・市民調査隊・研究者による水質調査、生物調査の継続実施
・市民調査報告会の実施
○流域への展開
・農業従事者への成果報告会などの実施
・年次報告書作成・配布

生態系

○水草探検隊
・市民とともに流域の水草を調査した。
・「川の健康診断」も同時開催。
・7月30日、江川流域を対象に実施。
・成田市立橋賀台小学校の児童も参加。
・成果は「水草マップ」としてとりまとめ、「いんばぬま情報広場」へのアップ、11/25の印旛
沼わいわい会議で掲示、配付した。

○水草探検隊の実施
・継続的な実施、市民の自主的な実施
・流域全体での水草マップ作成
○沈水植物の保全
・発見した沈水植物の保全
・印旛沼・流入河川由来の沈水植物を系統維持し、将来、印旛沼水質改善時の、沈水
植物復活の足がかりとする。

○水草探検隊
・今後も継続して実施予定

○水草マップ作成、沈水植物の保全
・水草探検隊および市民提供情報を元にした流域水草マップの作成

企業系
○企業との連携検討
・「印旛沼連携プログラム」での企業との連携

○企業との連携検討
・新技術の開発等、企業を巻き込むしくみの検討

○企業との連携
・連携方策の検討
・新技術開発の促進

印旛沼
アダプト

○印旛沼連携プログラムの本格運用
・活動団体および関係者との調整

○市町村の参画
・合意書の形式
○連携ステーションのあり方
・連携ステーションの必要性・体制整備

○プログラムの課題の抽出・改善

市町村みため
し行動

○市町村での行動
・15市町村が主体となったみためし行動の実施
・全国の事例整理・紹介（工夫やアイディアなどで対策を実施した例等）

○市町村みためし行動の定着化
・市町村での対策に対し、「みためし」的な方法での実施の定着化（みためしの
方針）

○市町村での行動
・継続して実施
・より「みためし」的な要素を取り入れた行動として実行していく。

今後の予定

み
　
た
　
め
　
し
　
行
　
動

今年度の成果と課題
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5.2 市町村みためし行動一覧表 

表 市町村みためし行動 平成 19 年度行動実施結果（中間報告） 

市町村名 No. ①実施行動名 ②実施部署 ③行動の目的 ④みためし行動として位置づけた経緯 
（行動の問題点等､継続の場合は改善しようとしている点） ⑤実施箇所 ⑥実施日時 ⑦行動参加者 ⑧モニタリング結果 ⑨行動の総括と次年度の予定 

千葉市 1 湧水調査 環境保全推

進課 

湧水の現状を把握し、湧水

に係る情報をホームページ

で市民に提供することによ

り、市民に広く湧水をとり

まく環境の重要性を認識さ

せる。 

昨年度の調査結果をもとに、今年度は、追加して水量・水

質の調査を実施する。 市内全域 
平成 19 年 10 月～ 
平成 20 年 2 月（予

定） 

市民・学識経験者・

行政 現在(H19.11)、調査中 （調査中） 

船橋市 2 
戸建住宅への浸透桝

設置促進 
下水道部 
河川管理課 

洪水被害を軽減させ、地下

水、湧水の保全・回復を図

る雨水浸透桝は個々のポテ

ンシャルが大きくないこと

から、数多く設置すること

が重要であるため、浸透桝

の設置を促進する。 

雨水浸透桝設置の戸建住宅への設置については、建築確認

申請時に設置をお願いし、補助金を交付するなどの普及促

進策を図り成果をあげて来たところであるが、平成 11 年

に建築基準法が改正され民間指定確認検査機関による検

査制度が創設され、確認申請が民間へシフトする傾向に伴

い、年々設置数が減少しているため、みためし行動として

位置づけを行った。 

市内全域 通年実施 市民 
翌年度に設置数等の実績調査を行う。

（現時点での設置基数は 71 基） 

・雨水浸透桝設置の戸建て住宅への設置につ

いては、建築確認申請時に設置をお願いし、

補助金を交付するなどの普及促進策を図り

成果を上げてきたところであるが、平成１

１年に検査制度が創設され、確認申請が民

間へシフトする傾向に伴い、年々設置数が

減少しているため、みためし行動として位

置づけを行った。 
・今後の予定はモニタリング結果を確認して

検討する。 

3 
高度処理型合併処理

浄化槽の導入 環境衛生課 

印旛沼流域内における高度

処理型合併処理浄化槽の導

入を促進することにより、

生活雑排水からのチッソ及

びリンの負荷を減少させ

る。 

実施箇所では、既に合併処理浄化槽の導入が進んでいる

が、チッソ・リンを除去できる高度処理型合併処理浄化槽

の導入によってさらなる生活雑排水の負荷軽減を目指す。
 
問題点：合併処理浄化槽を既に設置している家庭が多く、

転換があまり進んでいない。 
改善点：成田市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付規

則を改正し、印旛沼流域内においては高度処理型

合併処理浄化槽へのみ補助金交付を行なう。 

市内印旛沼流

域内の下水道

未整備地区 
平成 19 年度通年 市民・行政・浄化槽

設置業者 

11 月末現在で 13 基 

内訳 
①単独浄化槽からの転換―5 人槽 3 基、

7 人槽 1 基、10 人槽 1 基 計 5 基 
②汲取り便所からの転換―5 人槽 5 基 

計 5 基 
③新設設置―5人槽 1基、7人槽 2基 計

3 基 

・本年度より印旛沼流域については、高度処

理型合併浄化槽を設置する場合に限り補助

金を交付することに規則改正した結果、平

成 17 年度 7 基、同 18 年度 6 基と比べ約倍

増した。今後は、さらに単独及び汲取り便

所からの転換を促進させたい。 

・課題を進めるために、高度処理型合併処理

浄化槽への転換を促進するための設置費補

助金及び上乗せ転換補助金のＰＲ強化。 
成田市 

4 坂田ヶ池自然観察会 環境計画課 

印旛沼流域内に位置する坂

田ヶ池は豊かな自然と水に

親しめる総合公園として整

備されており、自然に触れ

合う楽しさと自然環境保全

の大切さをこどもたちに学

習してもらう。 

坂田ヶ池は豊かな自然と水に親しめる市民の憩いの場と

して整備された総合公園であり、また、地元のボランティ

アや成田自然観察会の会員の協力により、こどもを対象と

した自然観察会を開催する。 

坂田ヶ池総合

公園 

平成 19 年 10 月 27
日（土）に予定して

いたが雨天のため

中止 

雨天のため中止 雨天のため中止 

・今回は雨天のため中止となったが、次回か

らは日程を延期し実施するよう、関係機関

との協議を行なう。 
・坂田ヶ池では外来魚の駆除を年 1 回実施し

ているが、その時期に観察会を実施し、観

察会の参加者にも駆除を体験してもらうよ

う関係機関との調整を行ないたい。 

佐倉市 5 

補助制度を活用した

雨水貯留浸透施設の

整備 

土木部 
土木課 

水害の軽減を図り、災害に

強いまちづくりに資するた

め、住宅の屋根に降った雨

水の流出を抑制する貯留施

設及び浸透施設の普及促進

を図る。 

印旛沼流域水循環健全化会議の目的である水環境の改善、

治水対策について、市民との協働により進める。この行動

については、昨年度からの継続であるが、住宅の小規模な

雨水抑制の積み重ねにより効果を期待する中で、設置数の

増加が見られないことから、啓発活動の強化を図る必要が

ある。 

市内全域 平成 19 年度通年 市民・行政 

平成 19 年 11 月 30 日現在 
貯留施設（200 リットル）4 基 

〃 （1000 リットル）2 基 
浸透施設（φ300）   8 基 

・現在までに14 基の貯留浸透施設が整備されたこ

とにより、雨水の流出抑制が図れた。なお、ホー

ムページ、広報に掲載し啓発活動に努めている

が、施設設置の増加が見込めないことから、各施

設の窓口にパンフレットを置くなど、更に、啓発

活動の充実を図る。 
・次年度も今年度同様、啓発活動に努めると共に、

補助金を確保し事業を継続する。 

○ 
八千代市 6 

「やちよの川をきれ

いにしよう！（親水拠

点の整備）」 

都市整備部

土 木 建 設

課・安全環境

部環境保全

課 

八千代市には、遊歩道が整

備され、散歩や釣りを楽し

むことのできる川や谷津が

残り、自然散策を楽しむこ

とのできる川があるもの

の、水辺まで降りて、市民

が直接、水に親しむことの

できる川は数少ない。身近

な河川での水生生物調査や

ゴミ拾いを通じて、より多

くの市民が川への関心を高

め、人が集い共生する川づ

くりを目指したい。 

八千代市内の小河川は工業団地が上流となっているため、

川の水質浄化には企業の協力が必要である。そのため、案

内を工場自治会に配布してもらうと共に、自治会に加入し

ていない事業所については個別配布をし、参加を求めた。

同じ場所で 2 回実施したが、ほぼ同じ事業所が続けて参加

してくれている。より多くの人に参加してもらうには、広

報の工夫と広報に対する費用も必要であり、どうしたらよ

いか検討していく。 
今年度は他の河川でも実施し、新しい参加者を募る。 

高野川 
平成 19 年 10 月 10
日 
9：15～11：45 

参加者：56 名 
（内訳）講師 1 名、

市関係者 16 名、工

場関係者 24 名 (11
社)、一般・団体名

12 名、千葉県関係者

3 名 

○集まったゴミの量：510kg 
 （内訳）可燃ゴミ：380kg、不燃ゴミ：70kg、

粗大ゴミ：50kg、資源ゴミ：10kg 
○アンケートの回収数：36枚 

アンケート調査結果の内容からは、初めて

の参加者が多いことがわかった。また、実

際に川に入って水生生物調査をしてもら

ったことや講師の講評によって、川への関

心を高めることができたと感じる 
○水生生物による水質調査結果 
（講師のコメント） 
高野川は印旛沼水系の中でも非常に生きも

のが豊かな場所で、自然環境を有している。

水草の復活も見られ、この貴重な自然環境

を後世に残してほしい。 

・昨年度とは異なる場所で実施したため、初

めての参加者が増えた。また、市の広報紙

や地域新聞社等も活動当日の様子を一面で

扱ってくれたため、広く広報できたと感じ

る。 
・今後は、地元の市民の参加も増やし、NPO
と企業と地元の市民が協働できる場として

いきたい。 
・今後は他の河川でも実施していく予定。 

鎌ヶ谷市 7 
印旛沼流入河川の水

質調査 
 

印旛沼の最上流に位置する

鎌ヶ谷市の位置から印旛沼

へ流入する河川の水質状況

を確認する。 

日常の生活排水が沼に与える影響を認識することにより、

印旛沼の浄化の一助になればと、行動を提起したい。水質

調査は市民団体と協働で実施する。 

鎌ヶ谷井草橋

下 

平成 19 年 8 月 6 日

〔日〕 
平成 20 年 1 月 7 日

〔月〕予定 

市職員 萩野 一

廣 
千葉県水質モニタ

ー 入江浩子 

BOD 数値等水質分析結果の把握 

・市民団体の参加を呼べなかった。 
・水質調査の費用が少ないので水質検査の回

数が少なかった。 
・広報誌等を発行して、河川の汚れ具合をも

っと PR したい。 

※○印は今回発表する市町村
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市町村名 No. ①実施行動名 ②実施部署 ③行動の目的 ④みためし行動として位置づけた経緯 
（行動の問題点等､継続の場合は改善しようとしている点） ⑤実施箇所 ⑥実施日時 ⑦行動参加者 ⑧モニタリング結果 ⑨行動の総括と次年度の予定 

四街道市 8 印旛沼流入河川清掃 環境経済部 
環境政策課 河川の浄化 

河川周辺へのごみ投棄が多発しており、環境改善を図るた

め清掃をする。一般市民等への PR により、今後は徐々に

参加人数を増やしたい。 
手繰川 

平成 19 年 11 月 15
日〔木〕 
9 時 40 分～11 時 10
分 
 

市職員及び市民団

体・自治会 

参加者数 32 名 
（市職員 16 名、市民団体・自治会 16
名） 

・今年度は、昨年度に比較して多くの市民（市

民団体及び自治会）の参加を得ることがで

き、市職員と市民による協働で上手繰川の

岸辺等清掃を実施することができた。 
・今後も、ボランティアグループの輪を広げ

る等市民の参加が得られるよう周知の方

法・時期を検討する。 
 H18 年度参加者数（12 名） 
・河川環境保全の重要性を啓発するため、行

動（河川清掃）を継続する。より多くの参

加者を得られるよう市民等への周知につい

て方法･時期を検討する。 

○ 
八街市 9 

流域河川（鹿島川・高

崎川）の清掃 
経済環境部 
環境課 

八街市は印旛沼の最上流部

に位置することから、水質

浄化の必要性を幅広く市民

に理解してもらうため、実

際に河川と触れ合いながら

清掃などの体験をする。 

昨年は、市職員、NPO 団体の参加しかなく、一般市民の参

加の PR をする。 
鹿島川・高崎川

上流地区 

平成 19 年 10 月 26
日（雨天中止） 

雨天中止のため参

加者なし。 雨天中止のためなし。 

・雨天のため中止になったことから、予備日

の検討をする。 
・流域河川の清掃を実施し、予備日の検討を

する。 

10 印旛沼流域河川清掃 市民経済部 
生活環境課 

印旛沼水質保全に関する意

識啓発 

印旛沼流域の神崎川、戸神川の散乱物を収集することによ

り、印旛沼浄化への意識啓発を図る。 
昨年度は、一般参加者が非常に少なかったため、一般参加

者が増えるよう広報紙等でＰＲを行う。 

戸神川周辺 平成 19 年度 12 月

19 日実施予定 市職員 10 名程度  

・今年度については、戸神川の改修工事の計

画があったため、安全性を考慮し市職員の

みで河川清掃を行う予定。 
・次年度以降の清掃活動場所についても、印

旛沼流入河川で清掃可能な河川が他にない

ため、継続して戸神川・神崎川周辺で実施

する予定。改修工事終了後は、市民等の参

加についても検討する。 
・年１回の流域河川清掃を実施予定。 

印西市 

11 
高度処理型合併浄化

槽の導入 
市民経済部 
生活環境課 

生活廃水による公共用水域

の水質汚濁防止 

適正管理をしていただくため、法定検査実施のための通知

をし、放流水質の基準を満たすよう指導する。設置後５年

を経過した約３割の浄化槽の水質検査を実施し管理状態

を確認する。 

市内全域下水

道未整備地区 平成 19 年度 市民、行政 

11 月 30 日現在、32 基、事業費 22,456
千円 
内訳 
5 人槽：21 基（うち転換 7 基） 
７人槽：10 基（うち転換 5 基） 
10 人槽： 1 基（うち転換なし） 
蒸発散装置：3 基 

・浄化槽設置後に行う完成検査時にチラシの

配布及び口頭により、法定検査及び浄化槽

の維持管理を確実に実施し、放流水質の基

準を満たすよう指導していく。また、浄化

槽設置後５年経過した家庭について、ＣＯ

Ｄ及び透明度の調査を行い、結果を通知し、

放流水質について意識するよう促してい

る。なお、設置者に対しての意識調査等は

行っていない。 
・次年度以降も補助予定 

12 
合併処理浄化槽の適

正維持管理の推進 
環境建設部 
環境課 

合併処理浄化槽の適正な維

持管理を行っている者に補

助し、もって設置者の維持

管理費負担の軽減及び河川

等の水質汚濁の抑制を図

る。 

例年補助金申請で維持管理状況の把握をしている状況だ

ったが、今年度で補助金が廃止となり、補助金以外でも維

持管理している状況把握が行えるシステムつくりの参考

としてアンケート等を実施し生活排水対策について考え

るため。 

市内全域（下水

道供用開始地

区を除く） 
随時 市民、行政 

H19.11 末現在 申請数：27 基 
・補助金廃止案内はがきに適正な維持管

理を掲載し、郵送（139 件） 

今後の課題： 
・今年度で維持管理補助金の廃止により維持

管理状況把握が出来なくなる。 
・平成 19 年度合併処理浄化槽設置補助申請者

に対しては、3 年間の法定検査等による維

持管理状況報告書の提出を義務づけたが、

既設者の維持管理状況の把握が課題とな

る。 
・次年度の予定として、法令等による保守点検、

法定検査の実施が義務づけられている旨を広

報紙等により周知をする。 
○ 

白井市 

13 廃食油の回収 環境建設部 
環境課 

廃食油を回収することによ

り、廃食油による河川等の

水質汚濁の抑制を図る。 
各家庭の全員で行える身近な生活排水対策のため。 

市内全域 
※回収場所：白

井駅前センタ

ー外 9 箇所 

随時 市民、行政 

回収場所に廃食油バケツを置き、定期的

に回収し、業者引き取り時に計量した。 
・H19.10 末現在 634.5L（12 月上旬回

収有り）、昨年同時期 661.5L 
・廃食油回収は後方にて啓発 

・市民の廃食油回収協力の啓発を行うため、

廃食油を持参した市民に、廃食油からでき

た石鹸の無料配布をしていたが、数年前か

ら少なくし今年度廃止した。関連し、回収

量も毎年減ってきている。啓発物資にたよ

らない回収協力、啓発が必要と考える。 
・現在回収拠点について、10 箇所だが回収場

所の増も含め検討する。 
・回収については継続。 

富里市 14 
高度処理型合併浄化

槽の導入 
経済環境部 
環境課 

市内における高度処理型合

併処理浄化槽の設置促進を

図る。 

高度処理型合併処理浄化槽設置数の拡大と単独浄化槽か

らの転換及び汲み取り便所からの転換を図る。 
 
平成 18 年度実績 単独浄化槽からの転換２基 
平成 19 年度目標 高度処理２基、単独浄化槽から 

の転換４基 

市内全域（下水

道認可区域を

除く） 
平成 19 年度 市民、行政 

設置基数は補助金申請数により把握 
内訳 
5 人槽：7 基 
7 人槽：2 基 
単独からの転換 5 人槽：1 基 
汲取りからの転換 5 人槽：1 基 
（18 年度実績 5 人槽：5 基） 

・5 人槽の申請が多く，補助の基数がすぐ一

杯になってしまった(4 月で完了)。通常型の

合併浄化槽の補助もあり，そちらへ転換(5
人槽 7 人槽で 11 基申請あり。残りが 3 基)。

・次年度は通常型の合併浄化槽の新設の補助

を廃止する方向で考えている。単独浄化槽

及び汲み取りからの高度処理型合併浄化槽

の転換への補助数を増やす予定。 
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市町村名 No. ①実施行動名 ②実施部署 ③行動の目的 ④みためし行動として位置づけた経緯 
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酒々井町 15 
印旛沼中央排水路周

辺一斉清掃 生活環境課 

清掃活動を行うことによ

り、印旛沼の浄化を促進す

る。また、活動結果を広報

等に掲載することにより広

く町民に啓発する。 

酒々井町婦人会の各種事業の中で、印旛沼をきれいにする会を昭

和 40 年頃に発足し、清掃活動を続けている。また、平成 13 年か

ら酒々井小学校が環境学習の一環として 4 年生児童を対象に授業

の中で清掃活動を実施していることから、それぞれの活動に町が

協働で推進していくことでみためし行動に位置付け、今後も継続

する。 
昨年度から他のボランティア団体がほぼ同時期に清掃活動を実施

し始めたことから、実施時期や活動場所の調整を行うとともに、

参加する児童に感想を含めたアンケートを予定している。 

印旛沼中央排

水路周辺 

平成 19 年 10 月 19
日（金）午前 10 時

から 12 時まで 

住民等：印旛沼をき

れいにする会（酒々

井町婦人会）17 人、

酒々井小学校 4 年生

児童及び教職員 91
人 
行政：酒々井町職員

2 人 
参加者総人数：110
人 

参加者総人数 110 人で、280kg のごみを

収集した。 

・婦人会員と小学生との共同作業で世代間交

流も図られた。 
・ごみの不法投棄、分別収集、印旛沼浄化等

の意識の向上 
・清掃区域の拡大、実施回数及び参加協力者

の勧誘等の検討 
・今後も本活動を継続的に実施する。他校（大

室台小）の参加の検討・協議を予定 

16 ＥＭ活性液の配布 環境課 

印旛沼などの公共用水域に

流れてくる生活排水の水質

改善を行なうことによって

印旛沼の水質浄化を計る。

印旛沼の水質浄化を向上させるため長期的に継続できる行動を行

なうには、複雑なことを実行し途中で断念してしまう恐れがある

ことよりも、誰にでも手軽に行なえることを実行することによっ

て多少の時間を費やすことになってしまうが、確実に印旛沼の水

質浄化が向上するように実施していく。 
問題点：ＥＭ活性液を受け取りに来る人の多数がリピーターとな

っており、村民全体への普及が進んでいないように思わ

れる。 
改善策：利用者から使用効果等を確認し、その結果 

を周知する。 

村内全域 通年実施 住民 

アンケート調査を行ったところ、「浄化

槽に投入することで排水がきれいにな

った。」、「浄化槽の残渣物が少なくなっ

た。」等の回答が得られた。 

・EM 菌活性液を受け取りに来る人たちは、

毎回半分以上が同じような人たちなので、

村広報誌等を使って PR を行い、関心を広

めていきたい。 
・次年度も継続して実施する。 ○ 

印旛村 

17 
印旛沼流入河川水質

調査 環境課 印旛沼へ流入する河川の水

質状況を確認する。 
EM 活性液の配布などにより生活排水の水質改善が向上されてい

るかを確認できるため。 村内 7 箇所 

年間 3 回実施 
第 1 回：7 月 10 日

第 2 回：11 月 15 日

第 3 回：H20.2 月予

定 

行政 12 月 1 日現在で 2 回の水質調査を行っ

たが、水質に異常は見られなかった。 

・今後も水質分析結果の把握を行っていく。

・今年度から調査回数が1 回減ってしまったが、

今後も継続して実施していく。 

本埜村 18 
本埜村子ども会自然

体験学習 教育委員会 
印旛沼に直接観察すること

により、印旛沼環境に関す

る意識を高める。 

印旛沼の現状を把握させるために親子で船に乗り、水質調査をす

る。併せて周辺の清掃活動もすることにより印旛沼環境に対する

意識を高める。 
印旛沼周辺 平成 19 年 8 月 5 日

本埜村子供会（大人

10 人、子供 19 人）・

行政（教育委員会）

2 人 

印旛沼の観察の際に水生植物や水鳥に

興味を持つ児童がいた。 

・今後の課題として、参加人数を募り少しで

も多くの人に印旛沼の水質浄化の意識を持

たせたい。 
・子供会だけでなく来年度からは広報誌やホ

ームページなどで一般からも参加者を募り

たい。 

栄町 21 水辺のクリーン作戦 環境課 

印旛沼の浄化及び周辺の美

化を図るため、清掃活動を

実施する事により、意識啓

発を目的とする。 
この事業は、印旛沼の浄化

と美化を図るため、栄町ラ

イオンズクラブが主催し、

町・関係団体の後援・協力

を得て印旛沼浄化推進運動

に併せて実施しているもの

である。 

栄町は､利根川、長門川、印旛沼に囲まれ、古くからこれらの水を

利用することで生計を維持してきた。 
現在も水道水は長門川から採水しているため、水質の浄化は町に

とって大きな課題となっている。 
長門川の水質は印旛沼の影響を強く受けるため、水を守るという

観点から一つひとつの印旛沼浄化の取り組みが大きな意義を持

ち、その積み重ねが重要になっている。 
そこで、印旛沼の浄化を促進するため、栄町ライオンズクラブ（平

成8年10月発足）が中心となり他団体と協力しながら、行政の支

援を受ける事無く、平成 9 年度から「水辺のクリーン作戦」と称

し長門川酒直機場周辺等のゴミ拾いを2年間実施した。 
そして平成 11 年度からは行政と連携しライオンズクラブが主催

となり他団体と協力しながら継続実施している。参加者の多数が

関係機関団体だったため、今後は一般町民参加者の拡充を図る。

その手段として、啓発活動をより一層活発に行う必要がある。そ

の他、イベント性を持たせ何らかの事業を取り組んでいく方法も

あるが、イベント等が先行し本来の目的が達成出来なくなる恐れ

もあるので、そのへんも考慮しながら事業を進めて行く必要があ

るが、まだ具体的な内容を示すまでには至っていない現状にある。

長門川酒直機

場周辺 

10 月 6 日（土）午

前 9 時～午前 11 時

30 分 

栄町ライオンズク

ラブ他 5 団体、参加

者約 80 名 

参加者約 80 名 
収集ゴミ量 160kg 

・参加者の多数が団体に所属する方々だった

ため、今後は一般町民参加の拡充を図る。

その為には、イベント性を持たせた何らか

の事業を取り込んで行く必要がある。 
・継続して実施する。広報誌等を利用し参加

者の拡充を図る。 




